
令和７年度 第２回 四街道市市民参加推進評価委員会 次第 

 

日 時 令和８年２月１６日（月）午後２時 

場 所 四街道市役所本館１号棟４階会議室 

 

１ 開会 

２ 総務部長挨拶 

３ 委員長選出 

４ 委員長挨拶 

５ 諮問 

６ 議題 

（１）令和７年度 市民参加手続の対象とした行政活動の手続の評価 

№ 行政活動の名称 担当課 

1 文化センター改修工事に係る計画の策定 
経営企画部 

管財課 

2 四街道市手話言語条例の制定 
福祉サービス部 

障がい者支援課 

（２）令和７年度 市民参加手続の対象としなかった行政活動の手続の評価 

№ 行政活動の名称 担当課 

3 
四街道市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定 

健康こども部 

保育課 

4 四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定 
総務部 

課税課 

5 
四街道市学校給食費の管理に関する条例施行規則の一部を改

正する規則の制定 

教育部 

指導課 

6 
四街道市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生

の防止に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定 

環境部 

環境政策課 

（３）令和７年度 市民参加手続の実施予定（追加）の評価 

№ 行政活動の名称 担当課 

7 四街道市道路占用条例の一部を改正する条例の制定 
都市部 

土木課 

8 四街道市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例の制定 
都市部 

土木課 

9 四街道市準用河川管理条例の一部を改正する条例の制定 
都市部 

土木課 

10 
四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定 

健康こども部 

保育課 

11 
四街道市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定 

健康こども部 

保育課 

12 
四街道市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の制定 

健康こども部 

保育課 

13 第４次四街道市男女共同参画推進計画の中間年の見直し 
地域共創部 

みんなで課 



14 四街道市高度地区指定基準の制定 
都市部 

都市計画課 

15 
市街化調整区域における土地利用方針及び地区計画のガイド

ラインの策定 

都市部 

都市計画課 

16 四街道市国土強靭化地域計画の修正 
危機管理室 

 

17 四街道市地域防災計画の修正 
危機管理室 

 

18 四街道市こども計画の一部変更 
健康こども部 

子育て支援課 

19 四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定 
都市部 

建築課 

20 
四街道市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画第10期計

画の策定 

福祉サービス部 

高齢者支援課 

21 四街道市下水道条例の一部を改正する条例の制定 
上下水道部 

経営業務課 

22 四街道市火災予防条例の一部を改正する条例の制定 
消防本部 

予防課 

23 

四街道市特定乳児等通園支援事業の利用者負担に関する条例

及び四街道市特定乳児等通園支援事業の利用者負担に関する

規則の制定 

健康こども部 

保育課 

24 
四街道市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定め

る条例の制定 

健康こども部 

保育課 

25 

四街道市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例及び四街道市立保育所における乳児等通園支援事業

の実施に関する規則の制定 

健康こども部 

保育課 

26 四街道市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定 
健康こども部 

国保年金課 

27 四街道市行政手続条例の一部を改正する条例の制定 
総務部 

総務課 

28 四街道市介護保険条例の一部を改正する条例の制定 
福祉サービス部 

高齢者支援課 

（４）令和８年度 市民参加手続の実施予定の評価 

№ 行政活動の名称 担当課 

29 四街道駅北口第１自転車駐車場他整備計画について 
都市部 

土木課 

30 

四街道市保育所等における保育に関する規則の一部を改正す

る規則及び四街道市保育所等における保育の利用の調整に関

する事務取扱要領の一部を改正する告示の制定 

健康こども部 

保育課 

31 
四街道市障害者日常生活用具給付等規則の一部を改正する規

則の制定 

福祉サービス部 

障がい者支援課 

 

（５）その他 

 

７ 閉会 
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議題（１） 

令和７年度 

  市民参加手続の対象とした行政活動の手続の評価 

 
 



令和 7 年度第 2 回 資料№1 

市民参加手続実施状況シート（総括表） 

 

 

【担当課・係名】経営企画部管財課 管財係 

行政活動（計画の策定・変更、条例の制定・改廃、制度の導入・改廃等） 

名 称 文化センター改修工事に係る計画の策定 

概 要 

四街道市公共施設個別施設計画において、文化センターの改修を位置付けており、施設

の長寿命化を図るとともに、ユニバーサルデザインに則した改修工事を実施するための計

画を策定するもの。 

市民参加手続の 

対象とする根拠 

（条例第6条） 

□ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

□ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃） 

☑ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・改廃） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

□ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

計画等決定時期 *1 R7 年 7 月 3 日制定 
行政活動実施時期

*2 
R7 年 7 月 4 日開始 実施段階(PDCA)*3 P 

*1･･･市民参加手続を経て、計画等を決定した日を記載（例：計画の策定日、条例の制定日） 

*2･･･計画等の決定を経て、行政活動の実施をした日を記載（例：計画の開始日、条例の公布・施行日。未実施の場合は予定日） 

*3･･･当該行政活動の実施段階を記載（P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階、C：評価段階、A：見直し段階） 

市民参加手続の実施（条例第 7 条第 1 項） 

市民参加手続名称 方法名・会議名 
周知時期 

（公告日等）*1 
実施時期 参加者数*2 

結果公表時期 

（公告日等） 

意見提出手続 
（第 1 号） 

文化センター改修工

事計画（案）に係るパ

ブリックコメント 

R7 年 4 月 15 日 
R7 年 4 月 16 日 

～R7 年 5 月 15 日 

5 人 

R7 年 7 月 3 日 
15 件 

意見交換会手続 
（第 2 号） 

    人  

審議会等手続 
（第 3 号） 

   
 人 

 
（ ） 人 

市民会議手続 
（第 4 号） 

文化センター大規模

改修工事に関する市

民会議（ワークショッ

プ） 

R6 年 6 月 17 日 

～R6 年 7 月 18 日 

 

①R6 年 8 月 4 日 

②R6 年 10 月 27 日 

③R6 年 12 月 22 日 

④R7 年 2 月 2 日 

①18 

②13 

③15 

④15 

人 R7 年 3 月 17 日 

その他の方法 
（第 5 号） 

    人  

*1･･･市民会議手続：公募委員募集時期等 

*2･･･意見提出手続：上段に提出者数、下段に件数、 

審議会等手続：上段に傍聴者延べ数、下段に審議会等委員数（カッコ内に公募委員数）、その他の方法：サンプル数等 

規定（予定）の市民参

加手続を実施しなかっ

た場合の理由 

 



実施状況シート４【市民会議手続】 

【担当課・係名】経営企画部管財課 管財係 

行政活動の名称 文化センター改修工事に係る計画の策定 

市民会議の名称 
文化センター大規模改修工事に関する市民

会議（ワークショップ） 
構成員数 18 人 

募

集 

募集期間 R6年 6月 17日 ～ R6年 7月 18日 

募集方法 

☑ 広報 R6年 6月 15日 ☑ ＨＰ R6年6月15日 □ 回覧  年 月 日 

☑ その他（旧庁舎内、第二庁舎、文化センター等ポスターを掲示） 

市民会議に求めた成果物 各回のテーマに関する意見・アイディア 

実

施 

開催期日 

（ ）内に出席者数 

R6年  8月 4日（日） （18）   年 月 日（ ） （ ）  

R6年 10月27日（日） （13）   年 月 日（ ） （ ）  

R6年 12月22日（日） （15）   年 月 日（ ） （ ）  

R7年  2月 2日（日） （15）   年 月 日（ ） （ ）  

市民会議への市職員、有識者等の関与 
（条例第12条第3項の規定による対応） 

アドバイザーとして、各回に市職員が6～8名、文化センター大規
模改修工事設計委託の受託業者が3名、文化センター指定管理
業者が 2名参加（いずれも構成員数には含めず。） 

意見提出された日 R7年 2月 14日 

結

果 

意見の取扱い 計画案を策定する上での参考とした。 

公表日（公告日）・公告番号 R7年 3月 17日 四街道市公告第53号 

公表方法 

□ 広報  年 月 日 ☑ ＨＰ R7年3月17日 □ 回覧  年 月 日 

□ その他（                ） 

 

市民参加推進本部コメント 
【Check欄】 

○･･･適切、△適切だが、留意、工夫を要する、×･･･適切に行われていない 

項 目 Check コメント 

条例、規則等に即した実施（期間、
公表事項の遵守等） 

○ 

適切である。 
周知（方法・内容のわかりやすさ、対
象の適切さ） 

○ 

意見の取扱い（反映状況の適切さ、
結果公表のわかりやすさ） 

○ 

 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 



▼ここから下は広告です。広告の内容については、広告主へお問い合わせください。広告掲載については、株式会社サンケイちば企画まで。☎043-202-8600

　７年度から８年度にかけて、文化セン
ターの大規模改修工事を計画しています。
今年度は、改修工事の内容を具体的に決め
る設計業務を行います。
　この設計業務を進めていくに当たり、利
用者である市民の皆さんも参加できる市民
会議（ワークショップ）を開催します。文
化センターは、市民の文化、教養の向上と
福祉の増進を図るための施設です。文化セ
ンターの今後のあり方について一緒に考え
てみませんか。

【全体テーマ】
　「文化の発信拠点となる施設」をめざして
【募集期間】
　６月17日㈪～７月18日㈭
【応募方法】
　参加申込書に必要事項を記入の上、郵
送、持参、FAXまたはメールで管財課

問 管財課 ☎421-6112　FAX424-2015
　 ykanzai@city.yotsukaido.chiba.jp

文化センター大規模改修工事に関する
市民会議（ワークショップ）を開催します

よつかいどう
T O P I C

市民会議（ワークショップ）開催概要

開催日時
（予定）

①８月４日㈰10時～12時
②10月27日㈰10時～12時
③11月17日㈰10時～12時
※会議への参加は無報酬となります

応募資格 市内在住・在勤・在学の高校生以上で、市民会
議（ワークショップ）に継続的に参加できる方

募集人数
30人程度（いずれも参加できる方）
※�応募多数の場合、男女比や年齢構成、地域構成などを
考慮して決定しますのでご了承ください

開催場所 市役所５階第１会議室（①）
保健センター２階会議室（②、③）

◀詳しくはこちら
　市ホームページ

14 2024.6.15 <<  市政だより  
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文化センター大規模改修工事に関する市民会議（ワークショッ
プ）を開催します

更新：2024年6月15日

市民会議（ワークショップ）の概要

　7年度から8年度にかけて、文化センター大規模改修工事を予定しています。今年度は、大規模改修工事
（長寿命化工事や新たな機能の設置など）の内容を具体的に決める設計業務を行います。
　この設計業務を進めていくに当たり、利用者である市民の皆さんも参加できる市民会議（ワークショッ
プ）を開催します。市民の皆さんにとって、安全で利用しやすく、文化、教養の向上及び福祉の増進を図
れる施設を目指して、市民会議（ワークショップ）へのご参加をお待ちしております。

市民会議（ワークショップ）開催概要

  詳細

開催日時
（予定）

1　令和6年8月4日（日曜）　　　時間：午前10時から正午
2　令和6年10月27日（日曜）　　時間：午前10時から正午
3　令和6年11月17日（日曜）　　時間：午前10時から正午
（注釈）会議への参加は無報酬となります。

応募資格 市内在住・在勤・在学の高校生以上の方
市民会議（ワークショップ）に継続的に参加できる方

募集人数
30人程度（いずれも参加できる方）
（注釈）応募多数の場合は、男女比や年齢構成、地域構成などを考慮して決定しますので
　　　　ご了承ください

開催場所 市役所5階会議室（1）
保健センター2階会議室（2、3）

募集期間

令和6年6月17日（月曜）から令和6年7月18日（木曜）
（注釈）令和6年7月18日（木曜）必着となります。

申し込み方法

　市役所管財課管財係窓口または下記より参加申込書を入手し、必要事項を記入のうえで、市役所へ郵
送、持参、FAXまたはメールにて送信ください。

（送付先）
郵送先：四街道市鹿渡無番地　四街道市役所　経営企画部管財課
　FAX：043-424-2015
メール：ykanzai@city.yotsukaido.chiba.jp
参加申込書（ワード：19KB）

お問い合わせ

経営企画部管財課
電話：043-421-6112

この担当課にメールを送る

文化センター大規模
改修工事について

文化センター大規模改修工事
に係る全面休館について

第4回文化センター大規模改
修工事に関する市民会議（ワ
ークショップ）の開催結果に
ついて

第3回文化センター大規模改
修工事に関する市民会議（ワ
ークショップ）の開催結果に
ついて

第2回文化センター大規模改
修工事に関する市民会議（ワ
ークショップ）の開催結果に
ついて

第1回文化センター大規模改
修工事に関する市民会議（ワ
ークショップ）の開催結果に
ついて

文化センター大規模改修工事
に関する市民会議（ワークシ
ョップ）を開催します

2025/10/20 9:24 文化センター大規模改修工事に関する市民会議（ワークショップ）を開催します　四街道市
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　市民会議（ワークショップ）にて、「総合計画第１期基本計画」な

どに位置付けされている、文化センター大規模改修工事（長寿命化

工事や新たな機能の設置など）の内容を皆さんと一緒に考えます。

　市民の皆さんにとって、安全で利用しやすく、市民の文化、教養

の向上及び福祉の増進を図るとともに、憩い、賑わいの場を創出す

るため市民会議（ワークショップ）へのご参加をお待ちしておりま

す。

文化センター大規模改修工事に関する市民
会議（ワークショップ）を実施します!

　　　　　問い合わせ先

電話番号｜043-421-6112

       FAX｜043-424-2015

　メール｜ykanzai@city.yotsukaido.chiba.jp

ワークショップへの参加方法
などの詳細は、「市政だより
令和６年６月１５日号」また
は「市ホームページ」をご覧
ください。
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更新：2025年3月17日

文化センター大規模改修工事に関する市民会議（ワークショップ）においての意
見結果

令和6年8月4日（第1回）、10月27日（第2回）、12月22日（第3回）、令和7年2月2日（第4回）に「文
化センター大規模改修工事に関する市民会議（ワークショップ）」を実施したところ、以下のとおり意見
の提出がありました。
提出された意見の概要とその意見に対する市の考え方をまとめましたので公表します。

市民会議手続の対象等

1．市民会議の名称
　　文化センター大規模改修工事に関する市民会議（ワークショップ）
2．計画等に関する市の考え方及び計画等に関する資料の名称
　　文化センター大規模改修工事に関する市民会議（ワークショップ）資料
3．計画等に関する市の考え方及び計画等に関する資料の概要
　

第1回　資料（PDF：1,695KB）
第2回　資料（PDF：3,052KB）
第3回　資料（PDF：3,964KB）
第4回　資料（PDF：1,972KB）

提出された意見と市の考え方
文化センター大規模改修工事に関する市民会議（ワークショップ）意見書（PDF：223KB）
意見の概要と市の考え方（PDF：119KB）

その他

公募委員の意見及び意見に対する市の考え方は、市ホームページのほか、経営企画部管財課管財係の窓口
で閲覧できます。なお、窓口での閲覧は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分
までとなります。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC（旧Adobe Reader）が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

経営企画部管財課
電話：043-421-6112

この担当課にメールを送る

令和6年度

（意見提出手続）「四街道市
自転車活用推進計画」及び
「四街道市自転車ネットワー
ク計画」の策定に係る意見の
募集（結果公表）

（審議会等手続）「四街道市
自転車活用推進計画」及び
「四街道市自転車ネットワー
ク計画」の策定に係る審議会
等手続の実施結果

（意見提出手続）四街道市こ
どもルームにおける入所の基
準等を定める要綱案及び四街
道市こどもルーム条例の一部
を改正する条例案に係る意見
の募集（結果公表）

（意見提出手続）四街道市国
民保護計画修正案に関する意
見の募集（結果公表）

（審議会等手続）四街道市こ
ども計画の策定に係る四街道
市子ども・子育て会議（結果
公表）

（市民会議手続）文化センタ
ー大規模改修工事に関する市
民会議手続（結果公表）

（意見提出手続）四街道市こ
ども計画の策定に係る意見の
募集（結果公表）

（意見提出手続）四街道市地
域公共交通計画の策定に係る
意見の募集（結果公表）

（審議会等手続）四街道市地
域公共交通計画の策定に係る
四街道市地域公共交通会議
（結果公表）

リンク集 個人情報保護について このサイトについて

市役所への行き方 市へのお問い合わせ（組織案内）

2025/09/11 9:54 （市民会議手続）文化センター大規模改修工事に関する市民会議手続（結果公表）　四街道市

https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/kouhyou.html 1/2

https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/index.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/index.html
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/zsmd/lang/ja/html/index.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/sitemap.html
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/multilingual/index.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/index.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/index.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kosodate/index.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kosodate/index.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kenkofukushi/index.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kenkofukushi/index.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/index.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/index.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/miryoku/index.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/miryoku/index.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/index.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/index.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/index.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/index.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/index.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/index.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/index.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/kouhyou.files/shiryo01.pdf
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/kouhyou.files/shiryo02.pdf
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/kouhyou.files/shiryo03.pdf
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/kouhyou.files/shiryo04.pdf
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/kouhyou.files/ikensyo.pdf
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/kouhyou.files/shinokangaekata.pdf
https://get.adobe.com/jp/reader/
https://get.adobe.com/jp/reader/
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=kanzai
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/shigaichi20241024.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/shigaichi20241024.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/shigaichi20241024.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/shigaichi20241024.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/shigaichi20241024.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/shigaichi20241031.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/shigaichi20241031.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/shigaichi20241031.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/shigaichi20241031.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/shigaichi20241031.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/ikennteisyutu-room24.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/ikennteisyutu-room24.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/ikennteisyutu-room24.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/ikennteisyutu-room24.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/ikennteisyutu-room24.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/ikennteisyutu-room24.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/pubcome_kokuminhogo.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/pubcome_kokuminhogo.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/pubcome_kokuminhogo.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/kosodatekaigi070129.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/kosodatekaigi070129.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/kosodatekaigi070129.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/kosodatekaigi070129.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/kodomokeikaku0201.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/kodomokeikaku0201.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/kodomokeikaku0201.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/chiikikoukyoukoutu.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/chiikikoukyoukoutu.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/chiikikoukyoukoutu.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/chiikikoukyoukoutuu.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/chiikikoukyoukoutuu.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/chiikikoukyoukoutuu.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/siminsanka/sanka_kako/06/chiikikoukyoukoutuu.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/about/infofound.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/about/infofound.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/about/link.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/about/kojinjoho.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/about/aboutsite.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/shisetsu/yakushopub/city-hall.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/jinji/soshiki.html


実施状況シート1【意見提出手続】 

 

 

 
 

 

【担当課・係名】経営企画部管財課 管財係  

行政活動の名称 文化センター改修工事に係る計画の策定 

周

知 

計画等の案、資料の名称 文化センター大規模改修工事計画（案） 

公表日（公告日）・公告番号 R7年4月15日 四街道市公告第65号 

その他の周知方法 
☑ 広報 R7年4月15日 ☑ ＨＰ R7年4月15日 □ 回覧  年 月 日 

□ その他（                ） 

実

施 

意見提出期間 R7年 4月 16日 ～ R7年 5月 15日 30 日間 

期間短縮した場合の理由  

意見提出者数 
4 人 

5 件 属性の傾向 特になし 
1 団体 

結

果 

意見の取扱い 

意見の有無 □ 無 ☑ 有 15 件 

意見を反映した 3 件 

意見を反映しなかった 9 件 

その他（感想、案件以外の意見等） 3 件 

公表日（公告日）・公告番号 R7年7月3日 四街道市公告第143号 

その他の公表方法 
□ 広報  年 月 日 ☑ ＨＰ R7年7月3日 □ 回覧  年 月 日 

□ その他（                ） 

市民参加推進本部コメント 
【Check欄】 
○･･･適切、△適切だが、留意、工夫を要する、×･･･適切に行われていない 

項 目 Check コメント 

条例、規則等に即した実施（期間、
公表事項の遵守等） 

○ 

適切である。 
周知（方法・内容のわかりやすさ、
対象の適切さ） 

○ 

意見の取扱い（反映状況の適切
さ、結果公表のわかりやすさ） 

○ 

市民参加推進評価委員会コメント 

 









暮らし／健康・福祉

予防接種と乳幼児健診実施状況の届出 母子健康手帳を持参し、転入前の状況を届け出てください。未
接種（受診）分の予診票などをお渡しします。

【妊娠中、１歳未満児がいる方】
妊婦・乳児健診受診票の交換

他市町村発行の受診票の未使用分と本市の受診票を交換しますの
で、母子健康手帳と別冊を持参してください。

【20歳以上】
おとなのがん検診などの申し込み

希望する方は、転入時にお渡ししたご案内を確認の上、お申し込
みください。

【満65歳】
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種

過去に肺炎球菌ワクチン（ニューモバックスNP）を未接種で、
接種を希望する方はご連絡ください。

帯状疱疹ワクチン定期接種
対象者は年度内に65・70・75・80・85・90・95・100歳に
なる方が対象です。７年度に限り、101歳以上の方も対象とな
ります。対象の方には４月上旬に通知を発送しています。未接
種で接種を希望する方はご連絡ください。

問 健康増進課 ☎421-6100

本市に転入された皆さんへ 手続きはお済みですか？

意
見
募
集

意見提出の対象者
�①市内在住・在勤・在学の方
②市内に事務所を有する個人・法人・その他の団体
③対象の行政活動に利害関係を有する方
資料の閲覧方法
担当課窓口（平日のみ）、市ホームページから閲覧可

対象 募集期間 担当課

文化センター大規模改修工事計画（案） ４月16日㈬
～５月15日㈭

管財課 ☎421-6112　FAX424-2015
ykanzai@city.yotsukaido.chiba.jp

意見提出方法
募集期間内に、意見書（様式は担当課窓口、市ホームペー
ジから入手可能）に必要事項（住所・氏名・連絡先）を記
入の上、担当課まで郵送、持参、FAXまたはメールで提出
※結果の公表については、市ホームページなどで行います
※ご不明な点は担当課にお問い合わせください

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
● 問 廃棄物対策課 ☎421-6132

ごみの減量に協力しているお店があるよ
市では、食品ロス削減のための「食べきり協力店」や、ごみの減量の
ための「エコショップよつかいどう」などの取り組みを実施しているよ。

◉エコショップよつかいどう

　環境に配慮した取り組みを行う市内の小売店だよ。
【取り組み】
▶ばら売りまたは量り売り
▶リサイクルのための店頭回収
▶�商品の修理サービス　など
　取り組みは店舗によって違うので、市の
ホームページを確認してみてね！

❖協力店を募集しています
　市では新しく「食べきり協力店」や「エコショップよつ
かいどう」になってくれるお店を募集しているよ。店舗の
取り組みや募集について、詳しくは市ホームページや廃
棄物対策課に問い合わせてね。

◉食べきり協力店

　食品ロス削減に取り組んでいる市内
の飲食店だよ。ぜひ利用してみてね。
【取り組み】
▶�小盛りメニューの導入（ハーフサイ
ズの設定や量の調節など）

▶�食べ残しを減らすための呼びかけ
（3010運動など）、特典の付与、ポ
スターの掲示など

3010（さんまるいちまる）運動とは、乾杯からの30分間とお開き前の10分間は自分の席で料理を食べて、食べ残しをなくす運動だよ。

クルちゃん
の

ごみの話
no.191

▲エコショップ
　よつかいどう
　認定マーク
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音声読み上げ・文字拡大 サイトマップ Multilingual

検索

現在のページ トップページ 市政情報 市政への参加 市民参加 実施中の市民参加手続

（意見提出手続）文化センター大規模改修工事に関する意見の募集

（意見提出手続）文化センター大規模改修工事に関する意見の募
集

更新：2025年4月15日

文化センター大規模改修工事に関するパブリックコメントの実施

　文化センター大規模改修工事は、四街道市総合計画などに基づき、「地域文化の振興拠点」や施設の長
寿命化を実現することを目的に実施するものです。当該工事において、施設の長寿命化やバリアフリー化
を図るほか、新たな機能（市民ギャラリー及び歴史民俗資料施設）を設置し、施設全体の有効活用をめざ
します。
　安全で利用しやすく、文化、教養の向上及び福祉の増進を図れる施設を目指して、このたび、計画案を
作成しましたので、広く皆様から意見を募集します。

計画等の案

文化センター大規模改修工事計画（案）

資料の閲覧方法

窓口閲覧

【閲覧場所】
・管財課（市役所本館１号棟２階）
・情報公開室（市役所本館１号棟３階）
【閲覧時間】
・午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日を除く。）

市ホームページ（以下よりダウンロード）
文化センター大規模改修工事計画（PDF：2,030KB）
こちらからダウンロードできます。

意見募集期間

令和7年4月16日（水曜）から令和7年5月15日（木曜）
持参の場合は、午前8時30分から午後5時15分（土曜、日曜、祝日を除く。）

意見提出ができる人

・市内に住所を有する人
・市内に事務所等を有する個人及び法人その他の団体
・市内の事務所等に勤務する人
・市内の学校に在学する人
・対象の行政活動に利害関係を有する人（市内に土地等を所有している人、市内の施設を利用している人
等、対象の行政活動に利害関係がある人をいいます。）
（注釈）国籍、年齢等は問いません。

意見提出の方法

意見提出の様式は自由ですが、氏名、住所、連絡先はご記入ください。
また、文章による提出が困難な人は、録音テープ、点字等の方法でも提出が可能です。

持参

実施中の市民参加手
続

（意見提出手続）文化センタ
ー大規模改修工事に関する意
見の募集
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ページの先頭へ

市役所本館１号棟２階　管財課窓口

郵送

〒284-8555
千葉県四街道市鹿渡無番地
四街道市経営企画部管財課あて

FAX

043-424-2015
四街道市経営企画部管財課あて

電子メール

メールアドレス：ykanzai（アットマーク）city.yotsukaido.chiba.jp
（注釈）メールアドレスの（アットマーク）を＠に置き換えてください
四街道市経営企画部管財課あて
・メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイルとして提出してください。
・添付ファイルのファイル形式は、テキストファイル又はマイクロソフトwordファイルとしてください。
自己解凍式のファイルは不可とします。
・メールの容量は添付ファイルを含めて5MBまでとします。5MBを超える場合はファイルを分割して提出
してください。

意見の検討結果の公表

令和7年6月頃
意見提出された方への個別の回答は行いませんが、提出された意見の概要及び意見に対する市の考え方等
を公表します。
・賛否や感想だけを記載したものや趣旨の不明瞭なものについては、市の考え方を示さないことがありま
す。
・氏名、住所、連絡先等は公表しません。

意見書（ワード：21KB）
意見書様式のダウンロードができます。
上記様式をダウンロードの上、必要事項を記入してください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC（旧Adobe Reader）が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

経営企画部管財課
電話：043-421-6112

この担当課にメールを送る

リンク集 個人情報保護について このサイトについて

市役所への行き方 市へのお問い合わせ（組織案内）

開庁時間　8時30分～17時15分（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）
〒284-8555　千葉県四街道市鹿渡無番地
電話：043-421-2111(代表）
法人番号6000020122289

Copyright © Yotsukaido City. All rights reserved.
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⾳声読み上げ‧⽂字拡⼤ サイトマップ Multilingual

検索

現在のページ トップページ 市政情報 市政への参加 市⺠参加 実施中の市⺠参加⼿続
（意⾒提出⼿続）⽂化センター⼤規模改修⼯事に関する意⾒の募集（結果公表）

（意⾒提出⼿続）⽂化センター⼤規模改修⼯事に関する意⾒の募
集（結果公表）

更新：2025年7⽉3⽇

⽂化センター⼤規模改修⼯事計画（案）に関する意⾒の募集の結果
⽂化センター⼤規模改修⼯事計画（案）に係る意⾒提出⼿続を実施したところ、その結果の概要は下記
のとおりとなりましたので公表します。
意⾒の提出状況
‧意⾒提出者数   5⼈
‧意⾒提出件数   12件
‧その他意⾒件数  3件
意⾒の概要及び意⾒に対する市の考え⽅
意⾒の概要及び意⾒に対する市の考え⽅（PDF：118KB）
意⾒提出⼿続を経て修正した内容
意⾒提出⼿続を経て修正した内容【抜粋】（PDF：326KB）

⽂化センター⼤規模改修⼯事に関するパブリックコメントの実施
 ⽂化センター⼤規模改修⼯事は、四街道市総合計画などに基づき、「地域⽂化の振興拠点」や施設の
⻑寿命化を実現することを⽬的に実施するものです。当該⼯事において、施設の⻑寿命化やバリアフ
リー化を図るほか、新たな機能（市⺠ギャラリー及び歴史⺠俗資料施設）を設置し、施設全体の有効活
⽤をめざします。
 安全で利⽤しやすく、⽂化、教養の向上及び福祉の増進を図れる施設を⽬指して、このたび、計画案
を作成しましたので、広く皆様から意⾒を募集します。
意⾒の募集は終了しました。

計画等の案
⽂化センター⼤規模改修⼯事計画（案）

資料の閲覧⽅法
窓⼝閲覧
【閲覧場所】
‧管財課（市役所本館1号棟2階）
‧情報公開室（市役所本館1号棟3階）
【閲覧時間】
‧午前8時30分から午後5時15分まで（⼟曜、⽇曜、祝⽇を除く。）
市ホームページ（以下よりダウンロード）
⽂化センター⼤規模改修⼯事計画（PDF：2,036KB）
こちらからダウンロードできます。

意⾒募集期間
令和7年4⽉16⽇（⽔曜）から令和7年5⽉15⽇（⽊曜）
持参の場合は、午前8時30分から午後5時15分（⼟曜、⽇曜、祝⽇を除く。）

実施中の市⺠参加⼿
続
（意⾒提出⼿続）⽂化セン
ター⼤規模改修⼯事に関す
る意⾒の募集
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令和 7 年度第 2 回 資料№2 

市民参加手続実施状況シート（総括表） 

 

 

 

 

 

【担当課・係名】福祉サービス部障がい者支援課 支援係 

行政活動（計画の策定・変更、条例の制定・改廃、制度の導入・改廃等） 

名 称 四街道市手話言語条例の制定 

概 要 

手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及について、市の責務並びに市民等の役

割を明らかにするとともに、手話に対する理解の促進に係る施策の推進のため、条例を制

定します。 

市民参加手続の 

対象とする根拠 

（条例第6条） 

□ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

☑ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

□ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃） 

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・改廃） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

□ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

計画等決定時期 *1 R7 年 9 月 29 日議決 
行政活動実施時期

*2 

R7 年 9 月 30 日公布 

R7 年 10 月 1 日施行 
実施段階(PDCA)*3 P 

*1･･･市民参加手続を経て、計画等を決定した日を記載（例：計画の策定日、条例の制定日） 

*2･･･計画等の決定を経て、行政活動の実施をした日を記載（例：計画の開始日、条例の公布・施行日。未実施の場合は予定日） 

*3･･･当該行政活動の実施段階を記載（P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階、C：評価段階、A：見直し段階） 

市民参加手続の実施（条例第 7 条第 1 項） 

市民参加手続名称 方法名・会議名 
周知時期 

（公告日等）*1 
実施時期 参加者数*2 

結果公表時期 

（公告日等） 

意見提出手続 
（第 1 号） 

四街道市手話言

語条例（案）に係る 

パブリックコメント 

R7 年 5 月 23 日 
R7 年 5 月 24 日 

～6 月 22 日 

0 人 

R7 年 6 月 30 日 
0 件 

意見交換会手続 
（第 2 号） 

    人  

審議会等手続 
（第 3 号） 

四街道市保健福

祉審議会 
 R７年 5 月 19 日 

3 人 
R７年 5 月 22 日 

15（3） 人 

市民会議手続 
（第 4 号） 

    人  

その他の方法 
（第 5 号） 

    人  

*1･･･市民会議手続：公募委員募集時期等 

*2･･･意見提出手続：上段に提出者数、下段に件数、 

審議会等手続：上段に傍聴者延べ数、下段に審議会等委員数（カッコ内に公募委員数）、その他の方法：サンプル数等 

規定（予定）の市民参

加手続を実施しなかっ

た場合の理由 

 



実施状況シート３【審議会等手続】 

【担当課・係名】  福祉サービス部障がい者支援課 支援係 

行政活動の名称 四街道市手話言語条例の制定 

審議会等の名称 四街道市保健福祉審議会 委員数（うち公募） 15（3）人 

実

施 

意見を求めた日 R7 年 5 月 19 日 ☑ 諮問 □ 依頼 □ その他 （    ） 

計画等、資料の名称 四街道市手話言語条例（案） 

開催期日 

（ ）内に公募委員出席者数 

〔 〕内に傍聴者数 

R7年5月19日（月） （2） 〔3〕  年 月 日（ ） （ ） 〔 〕 

年 月 日（ ）  （ ） 〔 〕  年 月 日（ ） （ ） 〔 〕 

 年 月 日（ ） （ ） 〔 〕  年 月 日（ ） （ ） 〔 〕 

 年 月 日（ ） （ ） 〔 〕  年 月 日（ ） （ ） 〔 〕 

意見提出された日 R7年5月19日 ☑ 答申 □ 提言 □ その他 （    ） 

意見提出に至る審議過
程 

市が提示した条例案に対し委員が議論を重ね、その意見を反映した条例
案に対して答申が成された。 

結

果 

意見の取扱い 
答申については、審議会での議論を整理・集約したもので、原案に対して
は異議のない旨の答申がされたため、変更なしとして、意見提出手続で提
示する条例案を作成した。 

公表日（公告日）・公告番号 R7年5月22日 四街道市公告第110号 

その他の公表方法 

□ 広報  年 月 日 ☑ HP R7年5月22日 □ 回覧  年 月 日 

□ その他（                ） 

 

市民参加推進本部コメント 
【Check 欄】 
○･･･適切、△適切だが、留意、工夫を要する、×･･･適切に行われていない 

項 目 Check コメント 

条例、規則等に即した実施（期間、公表事
項の遵守等） 〇 

適切である。 
意見の取扱い（反映状況の適切さ、結果公
表のわかりやすさ） 〇 

 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 









音声読み上げ・文字拡大 サイトマップ Multilingual

検索

現在のページ トップページ 市政情報 市政への参加 市民参加 今年度終了した市民参加手続

（審議会等手続）四街道市手話言語条例に係る四街道市保健福祉審議会（結果公表）

諮問の様子

答申の様子

（審議会等手続）四街道市手話言語条例に係る四街道市保健福祉
審議会（結果公表）

更新：2025年5月22日

四街道市手話言語条例に関する四街道市保健福祉審議会への諮問

四街道市手話言語条例について、令和7年5月19日開催の四街道市保健福祉審議会に諮問しました。

諮問書（PDF：92KB）
諮問資料１-1（PDF：82KB）
諮問資料1-2(条例案）（PDF：118KB）

四街道市保健福祉審議会からの答申

令和7年5月19日開催の四街道市保健福祉審議会において、次のとおり答申を受けました。
答申書（PDF：113KB）

意見の概要及び意見に対する市の考え方

答申に対する市の考え方は次のとおりです。

答申については、四街道市保健福祉審議会での議論を整理・集約したものであるため、修正は行いません
でした。

今後の取り扱い

今後は、意見提出手続（パブリックコメント）を実施し、皆様のご意見を募集します。

関連事項

（意見提出手続）四街道市手話言語条例（案）に係る意見の募集

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC（旧Adobe Reader）が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

今年度終了した市民
参加手続

（意見提出手続）四街道市手
話言語条例（案）に係る意見
の募集（結果公表）

（審議会等手続）四街道市手
話言語条例に係る四街道市保
健福祉審議会（結果公表）

2025/09/16 11:12 （審議会等手続）四街道市手話言語条例に係る四街道市保健福祉審議会（結果公表）　四街道市
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実施状況シート1【意見提出手続】 

 

 

 
 

 

【担当課・係名】  福祉サービス部障がい者支援課 支援係  

行政活動の名称 四街道市手話言語条例の制定 

周

知 

計画等の案、資料の名称 四街道市手話言語条例（案） 

公表日（公告日）・公告番号 R7年5月23日 四街道市公告第112号 

その他の周知方法 
☑ 広報 R7年5月1日 ☑ ＨＰ R7年5月23日 □ 回覧  年 月 日 

□ その他（                ） 

実

施 

意見提出期間 R7年 5月 24日 ～ R7年 6月 22日 30 日間 

期間短縮した場合の理由   

意見提出者数 
0 人 

0 件 属性の傾向 特になし 
0 団体 

結

果 

意見の取扱い 

意見の有無 ☑ 無 □ 有  件 

意見を反映した  件 

意見を反映しなかった  件 

その他（感想、案件以外の意見等）  件 

公表日（公告日）・公告番号 R7年6月30日 四街道市公告第139号 

その他の公表方法 
□ 広報  年 月 日 ☑ ＨＰ R7年6月30日 □ 回覧  年 月 日 

□ その他（                ） 

市民参加推進本部コメント 
【Check欄】 
○･･･適切、△適切だが、留意、工夫を要する、×･･･適切に行われていない 

項 目 Check コメント 

条例、規則等に即した実施（期間、
公表事項の遵守等） 

〇 

適切である。 
周知（方法・内容のわかりやすさ、
対象の適切さ） 

〇 

意見の取扱い（反映状況の適切
さ、結果公表のわかりやすさ） 

〇 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

















音声読み上げ・文字拡大 サイトマップ Multilingual

検索

現在のページ トップページ 市政情報 市政への参加 市民参加 今年度終了した市民参加手続

（意見提出手続）四街道市手話言語条例（案）に係る意見の募集（結果公表）

（意見提出手続）四街道市手話言語条例（案）に係る意見の募集
（結果公表）

更新：2025年6月30日

四街道市手話言語条例（案）に係る意見提出手続（パブリックコメント）の結果
公表

四街道市手話言語条例（案）に係る意見提出手続を実施したところ、その結果の概要は下記のとおりとな
りましたので公表します。

意見の提出状況

意見提出者数　０人
意見提出件数　０人

意見の概要及び意見に対する市の考え方

提出意見が無いため、修正はありません。

四街道市手話言語条例（案）に係る意見提出手続（パブリックコメント）の実施

　四街道市では、障がいの有無にかかわらず、すべての人が互いの人格と個性を尊重し、支え合う共生社
会の実現を目指しています。

　しかしながら、手話言語に対する社会的な認識や理解は、十分に深まっているとは言い難く、手話が
「言語」であるという認識を広く普及させていくことが求められています。

　このたび、本市では、手話は言語であるとの認識に基づき、その理解と普及を進めることにより、障が
いの有無に関わらず、いつでも、どこでも、誰とでも、どんな時でも手話でつながることのできるまちの
実現を目指し、「四街道市手話言語条例（案）」を策定いたしましたので、本条例案に対し、広く市民の
皆様からのご意見を募集いたします。
意見の募集は終了しました。

条例等の案

四街道市手話言語条例（案）
四街道市手話言語条例（案）（PDF：105KB）

資料の閲覧方法

障がい者支援課にて配布（市役所本館1号棟1階5番窓口）（平日開庁時間午前8時30分～午後5時15
分）
市ホームページよりダウンロード

意見募集期間

令和7年5月24日（土曜）から6月22日（日曜）
持参の場合は、午前8時30分から午後5時15分（土曜、日曜、祝日を除く。）

意見提出ができる人

今年度終了した市民
参加手続

（意見提出手続）四街道市手
話言語条例（案）に係る意見
の募集（結果公表）

（審議会等手続）四街道市手
話言語条例に係る四街道市保
健福祉審議会（結果公表）

2025/09/16 11:11 （意見提出手続）四街道市手話言語条例（案）に係る意見の募集（結果公表）　四街道市
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議題（２） 

令和７年度 

 市民参加手続の対象としなかった行政活動の手続の評価 

 
 



令和 7年度第 2回 資料№3 

実施状況シート６【適用除外】 

【担当課・係名】 健康こども部保育課 学童・幼稚園係 

行政活動の名称 四街道市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定 

概 要 

令和８年度から子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）に基づく新たな給付対象と

して全国の自治体において実施される乳児等通園支援事業の設備及び運営について、児

童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３４条の１６第１項の規定により条

例で基準を定めるもの。 

市民参加手続の 

対象とする根拠 

（条例第6条） 

□ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

☑ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃） 

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

□ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

実施しない根拠 

（条例第 6 条第 2 項） 

□ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

☑ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

□ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

☑ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由 

法第３４条の１６第２項の規定により、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準
（令和７年内閣府令第１号。以下「国基準」という。）に従い、又は参酌した結果、本件行政
活動により制定する条例の内容はすべて国基準と同一であることから、条例第６条第２項第
３号及び第６号に該当するため。（第６号については、参酌すべき基準部分も国基準に則っ
ていることから、第３号に準ずるもの） 

公表日（公告日）・ 

公告番号 

R7年7月3日 
四街道市公告第144号 

その他の公表 

*1 
市ホームページ R7年7月3日 

 計画等決定時期 *2 R7年9月29日議決 
行政活動実施時期 

*3 

R7年9月30日公布 

R7年9月30日施行 
実施段階(PDCA) *4 P 

*1･･･公表した媒体（市ホームページ、市政だより等）と公表期日を記載 

*2･･･計画等を決定した日を記載（例：計画の策定日、条例の制定日） 

*3･･･行政活動の実施をした日を記載（例：計画の開始日、条例の公布・施行日。未実施の場合は予定日） 

*4…当該行政活動の実施段階を記載（P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階、C：評価段階、A：見直し段階） 

 

市民参加推進本部コメント 

適切である。 

 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 



※同時審査 

市民参加手続実施予定シート 
 

 
市民参加推進本部コメント  

項 目 コメント 
実施方法、実施時期 
（方法、時期の適切さ） 

適切である。 

その他 特になし。 
 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 

【担当課・係名】 健康こども部保育課 学童・幼稚園係 

行政活動（計画の策定・変更、条例の制定・改廃、制度の導入・改廃等） 

名 称 四街道市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定 

概 要 

令和8年度から子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）に基づく新たな給付対象とし

て全国の自治体において実施される乳児等通園支援事業の設備及び運営について、児

童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第34条の16第1項の規定により条例

で基準を定めるもの。 

市民参加手続の 
対象とする根拠 
（条例第6条） 

□ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

☑ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃）  

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

□ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

行政活動実施予定時期 
R７年９月公布 

R７年９月施行 
実施段階(PDCA) P 

P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階 
C：評価段階、A：見直し段階 

市民参加手続の対象であるが市民参加手続を実施しない場合 

実施しない根拠 
（条例第 6条第 2項） 

□ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

☑ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

□ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

☑ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由 

法第３４条の１６第２項の規定により、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準
（令和７年内閣府令第１号。以下「国基準」という。）に従い、又は参酌した結果、本件行政
活動により制定する条例の内容はすべて国基準と同一であることから、条例第６条第２項第
３号及び第６号に該当するため。（第６号については、参酌すべき基準部分も国基準に則っ
ていることから、第３号に準ずるもの） 

市民参加手続の実施（条例第 7条第 1項） 

市民参加手続名称 方法名・会議名 この方法を実施する目的 対象者（数） 実施予定時期 
意見提出手続 

（第 1 号） 
    

意見交換会手続 

（第 2 号） 
    

審議会等手続 

（第 3 号） 
    

市民会議手続 

（第 4 号） 
    

その他の方法 

（第 5 号） 
    

規定の市民参加手続を

実施しない場合の理由 
 





⾳声読み上げ‧⽂字拡⼤ サイトマップ Multilingual

検索

現在のページ トップページ 市政情報 市政への参加 市⺠参加 市⺠参加⼿続の対象としない⾏政活動 今年度
（市⺠参加⼿続の適⽤除外）四街道市乳児等通園⽀援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定

ページの先頭へ

（市⺠参加⼿続の適⽤除外）四街道市乳児等通園⽀援事業の設備
及び運営に関する基準を定める条例の制定

更新：2025年7⽉3⽇
四街道市市⺠参加条例（平成19年条例第5号。以下「条例」という。）第6条第2項の規定に基づく市⺠
参加⼿続の対象としない⾏政活動を同条第3項の規定により公表します。

市⺠参加⼿続の対象としない⾏政活動の名称
四街道市乳児等通園⽀援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定

市⺠参加⼿続の対象としない理由
条例第6条第2項第3号及び第6号に該当するため。
詳細な理由
児童福祉法（昭和22年法律第164号）第34条の16第2項の規定により、乳児等通園⽀援事業の設備及び運
営に関する基準（令和7年内閣府令第1号。以下「国基準」という。）に従い、⼜は参酌した結果、本件
⾏政活動により制定する条例の内容はすべて国基準と同⼀であることから、条例第6条第2項第3号及び第
6号に該当するため。（第6号については、参酌すべき基準部分も国基準に則っていることから、第3号に
準ずるもの）

参照条⽂
（市⺠参加条例第6条第2項抜粋）
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市⺠参加⼿続の対象としないこと
ができる。
（1）軽易なもの
（2）緊急に⾏わなければならないもの
（3）法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて⾏うもの
（4）市の機関内部の事務処理に関するもの
（5）市税の賦課徴収その他⾦銭の徴収に関するもの
（6）その他前各号に準ずるもの
四街道市市⺠参加条例
四街道市市⺠参加条例施⾏規則

お問い合わせ
健康こども部保育課
電話：043-421-2238（保育係）、043-420-7526（学童‧幼稚園係）
この担当課にメールを送る

今年度
（市⺠参加⼿続の適⽤除
外）四街道市家庭的保育事
業等の設備及び運営に関す
る基準を定める条例の⼀部
を改正する条例の制定
（市⺠参加⼿続の適⽤除
外）四街道市⼿数料条例の
⼀部を改正する条例の制定
（市⺠参加⼿続の適⽤除
外）四街道市乳児等通園⽀
援事業の設備及び運営に関
する基準を定める条例の制
定

リンク集 個⼈情報保護について このサイトについて

市役所への⾏き⽅ 市へのお問い合わせ（組織案内）
開庁時間 午前9時〜午後4時30分（⼟曜‧⽇曜‧祝⽇‧年末年始を除く）
〒284-8555 千葉県四街道市⿅渡無番地
電話：043-421-2111(代表）
法⼈番号6000020122289

http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/index.html
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/zsmd/lang/ja/html/index.html
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/sitemap.html
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/multilingual/index.html
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/index.html
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kosodate/index.html
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kenkofukushi/index.html
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/index.html
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/miryoku/index.html
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/index.html
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/index.html
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/index.html
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/index.html
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/taishogai/index.html
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/taishogai/konnendo/index.html
https://www1.g-reiki.net/yotsukaido/reiki_honbun/g029RG00000726.html
https://www1.g-reiki.net/yotsukaido/reiki_honbun/g029RG00000727.html
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http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/taishogai/konnendo/yk202509.html
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令和 7年度第 2回 資料№4 

実施状況シート６【適用除外】 

【担当課・係名】 総務部課税課 市民税係 

行政活動の名称 四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定 

概 要 

基幹業務のシステム標準化に伴い、新たな証明書の発行が開始されること及びその

発行に関連して単位、種類の変更を行い、標準化移行後においても、適正な手数料

を徴収する必要があることから、当条例の一部の改正を行うもの。 

市民参加手続の 

対象とする根拠 

（条例第6条） 

□ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

☑ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃） 

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

□ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

実施しない根拠 

（条例第 6 条第 2 項） 

□ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

□ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

☑ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

□ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由 

基幹業務のシステム標準化に伴う新たな証明書の発行に関連する単位、種類の変更
であり、手数料の徴収に関するものであることから、条例第６条第２項第５号に該当
するため。 

公表日（公告日）・ 

公告番号 

R７年７月３０日 
四街道市公告第１７９号 

その他の公表 

*1 
市ホームページ R７年７月３０日 

 計画等決定時期 *2 R7年9月29日 議決 
行政活動実施時期 

*3 

R７年9月30日公布 

R７年11月25日施行 
実施段階(PDCA) *4 A 

*1･･･公表した媒体（市ホームページ、市政だより等）と公表期日を記載 

*2･･･計画等を決定した日を記載（例：計画の策定日、条例の制定日） 

*3･･･行政活動の実施をした日を記載（例：計画の開始日、条例の公布・施行日。未実施の場合は予定日） 

*4…当該行政活動の実施段階を記載（P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階、C：評価段階、A：見直し段階） 

 

市民参加推進本部コメント 

適切である。 

 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 



※同時審査 

市民参加手続実施予定シート 
 

 
市民参加推進本部コメント  

項 目 コメント 
実施方法、実施時期 
（方法、時期の適切さ） 

適切である。 

その他 特になし。 
 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 

【担当課・係名】 総務部課税課 市民税係 

行政活動（計画の策定・変更、条例の制定・改廃、制度の導入・改廃等） 

名 称 四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定 

概 要 

基幹業務のシステム標準化に伴い、新たな証明書の発行が開始されること及びその発行

に関連して単位、種類の変更を行い、標準化移行後においても、適正な手数料を徴収す

る必要があることから、当条例の一部の改正を行うもの。 

市民参加手続の 
対象とする根拠 
（条例第6条） 

□ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

☑ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃）  

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

□ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

行政活動実施予定時期 
R7年9月公布 

R7年11月施行 
実施段階(PDCA) A 

P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階 
C：評価段階、A：見直し段階 

市民参加手続の対象であるが市民参加手続を実施しない場合 

実施しない根拠 
（条例第 6条第 2項） 

□ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

□ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

☑ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

□ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由 
基幹業務のシステム標準化に伴う新たな証明書の発行に関連する単位、種類の変更であ
り、手数料の徴収に関するものであることから、条例第６条第２項第５号に該当するため。 

市民参加手続の実施（条例第 7条第 1項） 

市民参加手続名称 方法名・会議名 この方法を実施する目的 対象者（数） 実施予定時期 

意見提出手続 

（第 1 号） 
    

意見交換会手続 

（第 2 号） 
    

審議会等手続 

（第 3 号） 
    

市民会議手続 

（第 4 号） 
    

その他の方法 

（第 5 号） 
    

規定の市民参加手続を

実施しない場合の理由 
 





音声読み上げ・文字拡大 サイトマップ Multilingual

検索

現在のページ トップページ 市政情報 市政への参加 市民参加 市民参加手続の対象としない行政活動 今年度

（市民参加手続の適用除外）四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定

ページの先頭へ

（市民参加手続の適用除外）四街道市手数料条例の一部を改正す
る条例の制定

更新：2025年7月30日

四街道市市民参加条例（平成19年条例第5号。以下「条例」という。）第6条第2項の規定に基づく市民参
加手続の対象としない行政活動を同条第3項の規定により公表する。

市民参加手続の対象としない行政活動の名称

四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定

市民参加手続の対象としない理由

条例第6条第2項第5号に該当するため。

詳細な理由

基幹業務のシステム標準化に伴う新たな証明書の発行に関連する単位、種類の変更であり、手数料の徴収
に関するものであることから、条例第６条第２項第５号に該当するため。

参照条文

（市民参加条例第6条第2項　抜粋）
2　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないこと
ができる。
（1）軽易なもの
（2）緊急に行わなければならないもの
（3）法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
（4）市の機関内部の事務処理に関するもの
（5）市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
（6）その他前各号に準ずるもの

市民参加条例

市民参加条例施行規則

お問い合わせ

課税課
電話：043-421-6114（市民税係）

今年度

（市民参加手続の適用除外）
四街道市学校給食費の管理に
関する条例施行規則の一部を
改正する規則の制定

（市民参加手続の適用除外）
四街道市乳児等通園支援事業
の設備及び運営に関する基準
を定める条例の一部を改正す
る条例の制定

（市民参加手続の適用除外）
四街道市放課後児童健全育成
事業の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部を改
正する条例の制定

（市民参加手続の適用除外）
四街道市家庭的保育事業等の
設備及び運営に関する基準を
定める条例の一部を改正する
条例の制定

（市民参加手続の適用除外）
四街道市手数料条例の一部を
改正する条例の制定

（市民参加手続の適用除外）
四街道市乳児等通園支援事業
の設備及び運営に関する基準
を定める条例の制定

リンク集 個人情報保護について このサイトについて

市役所への行き方 市へのお問い合わせ（組織案内）

開庁時間　午前9時～午後4時30分（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）
〒284-8555　千葉県四街道市鹿渡無番地
電話：043-421-2111(代表）
法人番号6000020122289

Copyright © Yotsukaido City. All rights reserved.

2025/10/09 11:44 （市民参加手続の適用除外）四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定　四街道市
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令和 7年度第 2回 資料№5 

実施状況シート６【適用除外】 

【担当課・係名】 教育部指導課 給食運営係 

行政活動の名称 四街道市学校給食費の管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定 

概 要 学校給食法第１１条に規定する学校給食費の額の改定を行うもの。 

市民参加手続の 

対象とする根拠 

（条例第6条） 

□ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

□ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃） 

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

☑ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

□ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

実施しない根拠 

（条例第 6 条第 2 項） 

□ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

□ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

☑ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

□ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由 その他金銭の徴収に関するものであり、第2項第5号に該当するため。 

公表日（公告日）・ 

公告番号 

R7年10月6日  
四街道市教育委員会公告第1号 

その他の公表 

*1 
市ホームページ R7年10月6日 

 計画等決定時期 *2 R7年12月25日制定 
行政活動実施時期 

*3 

R7年12月25日公布 

R8年4月1日施行 
実施段階(PDCA) *4 A 

*1･･･公表した媒体（市ホームページ、市政だより等）と公表期日を記載 

*2･･･計画等を決定した日を記載（例：計画の策定日、条例の制定日） 

*3･･･行政活動の実施をした日を記載（例：計画の開始日、条例の公布・施行日。未実施の場合は予定日） 

*4…当該行政活動の実施段階を記載（P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階、C：評価段階、A：見直し段階） 

 

市民参加推進本部コメント 

適切である。 

 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 



※同時審査 

市民参加手続実施予定シート 
 

 
市民参加推進本部コメント  

項 目 コメント 
実施方法、実施時期 
（方法、時期の適切さ） 

適切である。 

その他 特になし。 
 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 
 
 

【担当課・係名】 教育部指導課 給食運営係 

行政活動（計画の策定・変更、条例の制定・改廃、制度の導入・改廃等） 

名 称 四街道市学校給食費の管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定 

概 要 学校給食法第１１条に規定する学校給食費の額の改定を行うもの。 

市民参加手続の 
対象とする根拠 
（条例第6条） 

□ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

□ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃）  

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

☑ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

□ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

行政活動実施予定時期 
R7年10月公布 

R8年4月施行 
実施段階(PDCA) A 

P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階 
C：評価段階、A：見直し段階 

市民参加手続の対象であるが市民参加手続を実施しない場合 

実施しない根拠 
（条例第 6条第 2項） 

□ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

□ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

☑ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

□ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由 その他金銭の徴収に関するものであり、条例第６条第２項第５号に該当するため。 

市民参加手続の実施（条例第 7条第 1項） 

市民参加手続名称 方法名・会議名 この方法を実施する目的 対象者（数） 実施予定時期 

意見提出手続 

（第 1 号） 
    

意見交換会手続 

（第 2 号） 
    

審議会等手続 

（第 3 号） 
    

市民会議手続 

（第 4 号） 
    

その他の方法 

（第 5 号） 
    

規定の市民参加手続を

実施しない場合の理由 
 





音声読み上げ・文字拡大 サイトマップ Multilingual

検索

現在のページ トップページ 市政情報 市政への参加 市民参加 市民参加手続の対象としない行政活動 今年度

（市民参加手続の適用除外）四街道市学校給食費の管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定

ページの先頭へ

（市民参加手続の適用除外）四街道市学校給食費の管理に関する
条例施行規則の一部を改正する規則の制定

更新：2025年10月6日

四街道市市民参加条例（平成19年条例第5号）第6条第2項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行
政活動を四街道市市民参加条例施行規則（平成19年規則第3号）第3条の規定により公表します。

市民参加手続の対象としない行政活動の名称

四街道市学校給食費の管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定

市民参加手続の対象としない理由

条例第6条第2項第5号に該当するため。

詳細な理由

その他金銭の徴収に関するものに該当するため。

参考条文

（市民参加条例第6条第2項抜粋）
2:前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことが
できる。
（1）軽易なもの
（2）緊急に行わなければならないもの
（3）法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
（4）市の機関内部の事務処理に関すること
（5）市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
（6）その他前各号に準ずるもの

四街道市市民参加条例
四街道市市民参加条例施行規則

お問い合わせ

教育委員会　教育部指導課
電話：043-424-8925

この担当課にメールを送る

今年度

（市民参加手続の適用除外）
四街道市火災予防条例の一部
を改正する条例の制定

（市民参加条例の適用除外）
四街道市手数料条例の一部を
改正する条例の制定

（市民参加手続の適用除外）
四街道市道路占用条例等の一
部を改正する条例の制定

（市民参加手続の適用除外）
四街道市土砂等の埋立て等に
よる土壌の汚染及び災害の発
生の防止に関する条例施行規
則の一部を改正する規則の制
定

（市民参加手続の適用除外）
四街道市学校給食費の管理に
関する条例施行規則の一部を
改正する規則の制定

（市民参加手続の適用除外）
四街道市乳児等通園支援事業
の設備及び運営に関する基準
を定める条例の一部を改正す
る条例の制定

（市民参加手続の適用除外）
四街道市放課後児童健全育成
事業の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部を改
正する条例の制定

（市民参加手続の適用除外）
四街道市家庭的保育事業等の
設備及び運営に関する基準を
定める条例の一部を改正する
条例の制定

（市民参加手続の適用除外）
四街道市手数料条例の一部を
改正する条例の制定

（市民参加手続の適用除外）
四街道市乳児等通園支援事業
の設備及び運営に関する基準
を定める条例の制定

リンク集 個人情報保護について このサイトについて
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https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/taishogai/konnendo/yk202509.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/taishogai/konnendo/yk202509.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/taishogai/konnendo/yk202509.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/taishogai/konnendo/hoiku-tekiyojogai1.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/taishogai/konnendo/hoiku-tekiyojogai1.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/taishogai/konnendo/hoiku-tekiyojogai1.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shiminsanka/shiminsanka/taishogai/konnendo/hoiku-tekiyojogai1.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/about/infofound.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/about/infofound.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/about/link.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/about/kojinjoho.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/about/aboutsite.html
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実施状況シート６【適用除外】 

【担当課・係名】 環境部環境政策課 環境保全係 

行政活動の名称 
四街道市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行

規則の一部を改正する規則の制定 

概 要 
環境基本法に規定する土壌の汚染に係る環境基準の一部改正に伴い、地質検査におけ

る測定方法の改正を行うもの。 

市民参加手続の 

対象とする根拠 

（条例第6条） 

□ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

□ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃） 

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

☑ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

実施しない根拠 

（条例第 6 条第 2 項） 

□ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

☑ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

□ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

□ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由 

四街道市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例（平
成14年条例第1号）第6条において「土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基準
（以下「安全基準」という。）は、環境基本法（平成5年法律第91号）第16条第1項に規定する
土壌の汚染に係る環境基準に準じて、規則で定める。」と規定されており、環境基本法第
16条第1項に規定する土壌の汚染に係る環境基準の一部改正に伴う土質分析方法の改正
であることから、条例第6条第2項第3号に該当するため。 

公表日（公告日）・ 

公告番号 
令和７年１０月２１日 公告第２４０号 

その他の公表 

*1 
市ホームページ令和７年１０月２１日 

 計画等決定時期 *2 
令和７年１１月１１日

制定 

行政活動実施時期 

*3 

令和７年１１月１１日

公布・施行 
実施段階(PDCA) *4 A 

*1･･･公表した媒体（市ホームページ、市政だより等）と公表期日を記載 

*2･･･計画等を決定した日を記載（例：計画の策定日、条例の制定日） 

*3･･･行政活動の実施をした日を記載（例：計画の開始日、条例の公布・施行日。未実施の場合は予定日） 

*4…当該行政活動の実施段階を記載（P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階、C：評価段階、A：見直し段階） 

 

市民参加推進本部コメント 

適切である。 

 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 



※同時審査 

市民参加手続実施予定シート 
 

 
市民参加推進本部コメント  

項 目 コメント 
実施方法、実施時期 
（方法、時期の適切さ） 

適切である。 

その他 特になし。 
 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 
 

【担当課・係名】 環境部 環境政策課 環境保全係 

行政活動（計画の策定・変更、条例の制定・改廃、制度の導入・改廃等） 

名 称 
四街道市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行
規則の一部を改正する規則の制定 

概 要 
環境基本法に規定する土壌の汚染に係る環境基準の一部改正に伴い、地質検査におけ

る測定方法の改正を行うもの。 

市民参加手続の 
対象とする根拠 
（条例第6条） 

□ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

□ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃）  

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

☑ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

行政活動実施予定時期 
令和7年12月公布 

令和7年12月施行 
実施段階(PDCA) A 

P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階 
C：評価段階、A：見直し段階 

市民参加手続の対象であるが市民参加手続を実施しない場合 

実施しない根拠 
（条例第 6条第 2項） 

□ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

☑ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

□ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

□ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由 

四街道市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例（平成
14年条例第1号）第6条において「土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基準（以
下「安全基準」という。）は、環境基本法（平成5年法律第91号）第 16条第1項に規定する
土壌の汚染に係る環境基準に準じて、規則で定める。」と規定されており、環境基本法第
16 条第 1 項に規定する土壌の汚染に係る環境基準の一部改正に伴う土質分析方法の改
正であることから、条例第 6条第 2項第 3号に該当するため。 

市民参加手続の実施（条例第 7条第 1項） 

市民参加手続名称 方法名・会議名 この方法を実施する目的 対象者（数） 実施予定時期 
意見提出手続 

（第 1 号） 
    

意見交換会手続 

（第 2 号） 
    

審議会等手続 

（第 3 号） 
    

市民会議手続 

（第 4 号） 
    

その他の方法 

（第 5 号） 
    

規定の市民参加手続を

実施しない場合の理由 
 





検索

（市民参加手続の適用除外）四街道市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の
防止に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定

更新日：2025年10月21日

四街道市市民参加条例（平成19年条例第5号。以下「条例」という。）第6条第2項の規定に基づく市民参加手続
の対象としない行政活動について、同条第3項の規定により公表します。

市民参加手続の対象としない行政活動の名称

四街道市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の一部を改正する規則
の制定

市民参加手続の対象としない理由

条例第6条第2項第3号に該当するため

詳細な理由

四街道市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例（平成14年条例第1号）第6条
において「土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基準(以下「安全基準」という。)は、環境基本法(平成5
年法律第91号)第16条第1項に規定する土壌の汚染に係る環境基準に準じて、規則で定める。」と規定されてお
り、環境基本法第16条第1項に規定する土壌の汚染に係る環境基準の一部改正に伴う土質分析方法の改正である
ことから、条例第6条第2項第3号に該当するため。

参照条文

（条例第6条第2項 抜粋）
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができ
る。
（1）軽易なもの
（2）緊急に行わなければならないもの
（3）法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
（4）市の機関内部の事務処理に関するもの
（5）市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
（6）その他前各号に準ずるもの

 四街道市市民参加条例（外部リンク）

 四街道市市民参加条例施行規則（外部リンク）

関連資料

お問い合わせ

環境部環境政策課
電話：043-421-6131

この担当課にメールを送る

https://www1.g-reiki.net/yotsukaido/reiki_honbun/g029RG00000726.html
https://www1.g-reiki.net/yotsukaido/reiki_honbun/g029RG00000727.html
tel:0434216131
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=kankyo
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/index.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/index.html
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/multilingual/index.html


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

議題（３） 

令和７年度 

   市民参加手続の実施予定（追加）の評価 
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市民参加手続実施予定シート 
 

 
市民参加推進本部コメント  

項 目 コメント 
実施方法、実施時期 
（方法、時期の適切さ） 

適切である。 

その他 特になし。 
 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 

【担当課・係名】 都市部土木課 管理係 

行政活動（計画の策定・変更、条例の制定・改廃、制度の導入・改廃等） 

名 称 四街道市道路占用条例の一部を改正する条例の制定 

概 要 
道路法施行令の改正に伴い、別表中の占用物件の区分を細分化及び追加するため並び

にその他所要の規定を整備するもの。 

市民参加手続の 
対象とする根拠 
（条例第6条） 

□ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

☑ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃）  

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

□ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

行政活動実施予定時期 
R7年12月公布 

R8年4月施行 
実施段階(PDCA) A 

P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階 
C：評価段階、A：見直し段階 

市民参加手続の対象であるが市民参加手続を実施しない場合 

実施しない根拠 
（条例第 6条第 2項） 

☑ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

☑ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

☑ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

□ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由 
字句を変更する等軽易なもの、関係法令の改正に伴いその基準に基づき道路占用料を改
定するものであり、その他金銭の徴収に関するものであることから、条例第６条第２項第１
号、第３号及び第５号に該当するため。 

市民参加手続の実施（条例第 7条第 1項） 

市民参加手続名称 方法名・会議名 この方法を実施する目的 対象者（数） 実施予定時期 

意見提出手続 

（第 1 号） 
    

意見交換会手続 

（第 2 号） 
    

審議会等手続 

（第 3 号） 
    

市民会議手続 

（第 4 号） 
    

その他の方法 

（第 5 号） 
    

規定の市民参加手続を

実施しない場合の理由 
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市民参加手続実施予定シート 
 

 
市民参加推進本部コメント  

項 目 コメント 
実施方法、実施時期 
（方法、時期の適切さ） 

適切である。 

その他 特になし。 
 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 

【担当課・係名】 都市部土木課 管理係 

行政活動（計画の策定・変更、条例の制定・改廃、制度の導入・改廃等） 

名 称 四街道市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例の制定 

概 要 

道路法施行令の改正に伴い実施する四街道市道路占用条例の改正に合わせ、法定外公

共物に係る占用料の額、徴収方法、滞納に係る督促及び延滞金の徴収について準用する

ようにするため及びその他所要の規定の整備を行うもの。 

市民参加手続の 
対象とする根拠 
（条例第6条） 

□ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

☑ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃）  

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

□ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

行政活動実施予定時期 
R7年12月公布 

R8年4月施行 
実施段階(PDCA) A 

P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階 
C：評価段階、A：見直し段階 

市民参加手続の対象であるが市民参加手続を実施しない場合 

実施しない根拠 
（条例第 6条第 2項） 

☑ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

☑ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

☑ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

□ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由 
字句を変更する等軽易なもの、関係法令の改正に伴いその基準に基づき法定外公共物の
占用料を改定するものであり、その他金銭の徴収に関するものであることから、条例第６条
第２項第１号、第３号及び第５号に該当するため。 

市民参加手続の実施（条例第 7条第 1項） 

市民参加手続名称 方法名・会議名 この方法を実施する目的 対象者（数） 実施予定時期 

意見提出手続 

（第 1 号） 
    

意見交換会手続 

（第 2 号） 
    

審議会等手続 

（第 3 号） 
    

市民会議手続 

（第 4 号） 
    

その他の方法 

（第 5 号） 
    

規定の市民参加手続を

実施しない場合の理由 
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市民参加手続実施予定シート 
 

 
市民参加推進本部コメント  

項 目 コメント 
実施方法、実施時期 
（方法、時期の適切さ） 

適切である。 

その他 特になし。 
 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 

【担当課・係名】 都市部土木課 管理係 

行政活動（計画の策定・変更、条例の制定・改廃、制度の導入・改廃等） 

名 称 四街道市準用河川管理条例の一部を改正する条例の制定 

概 要 
道路法施行令の改正に準じ、別表中の準用河川における占用物件の区分の改定を行うた

め所要の規定を整備するもの。 

市民参加手続の 
対象とする根拠 
（条例第6条） 

□ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

☑ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃）  

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

□ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

行政活動実施予定時期 
R7年12月公布 

R8年4月施行 
実施段階(PDCA) A 

P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階 
C：評価段階、A：見直し段階 

市民参加手続の対象であるが市民参加手続を実施しない場合 

実施しない根拠 
（条例第 6条第 2項） 

□ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

☑ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

☑ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

□ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由 
関係法令の改正に準じその基準に基づき流水占用料及び土地占用料を改定するものであ
り、その他金銭の徴収に関するものであることから、条例第６条第２項第３号及び第５号に該
当するため。 

市民参加手続の実施（条例第 7条第 1項） 

市民参加手続名称 方法名・会議名 この方法を実施する目的 対象者（数） 実施予定時期 

意見提出手続 

（第 1 号） 
    

意見交換会手続 

（第 2 号） 
    

審議会等手続 

（第 3 号） 
    

市民会議手続 

（第 4 号） 
    

その他の方法 

（第 5 号） 
    

規定の市民参加手続を

実施しない場合の理由 
 



令和 7年度第 2回 資料№10 

市民参加手続実施予定シート 
 

 
市民参加推進本部コメント  

項 目 コメント 
実施方法、実施時期 
（方法、時期の適切さ） 

適切である。 

その他 特になし。 
 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 

【担当課・係名】 健康こども部保育課 学童・幼稚園係 

行政活動（計画の策定・変更、条例の制定・改廃、制度の導入・改廃等） 

名 称 
四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す
る条例の制定 

概 要 

令和７年内閣府令第８０号及び第８２号により家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準（平成２６年厚生労働省令第６１号。以下「国基準」という。）が改正されたことに伴い、

四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例

第１６号）における同様の規定を整備するもの。 

市民参加手続の 
対象とする根拠 
（条例第6条） 

□ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

☑ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃）  

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

□ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

行政活動実施予定時期 
R7年12月公布 

R7年12月施行 
実施段階(PDCA) A 

P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階 
C：評価段階、A：見直し段階 

市民参加手続の対象であるが市民参加手続を実施しない場合 

実施しない根拠 
（条例第 6条第 2項） 

□ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

☑ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

□ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

☑ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由 

本件行政活動は国基準の一部改正に伴うものであり、国基準に従い、又は参酌した結果、
同活動による改正箇所は国基準に合わせるよう改めるものであることから、条例第６条第２
項第３号及び第６号に該当するため。（第６号については、参酌すべき基準部分も国基準
に則っていることから、第３号に準ずるもの） 

市民参加手続の実施（条例第 7条第 1項） 

市民参加手続名称 方法名・会議名 この方法を実施する目的 対象者（数） 実施予定時期 
意見提出手続 

（第 1 号） 
    

意見交換会手続 

（第 2 号） 
    

審議会等手続 

（第 3 号） 
    

市民会議手続 

（第 4 号） 
    

その他の方法 

（第 5 号） 
    

規定の市民参加手続を

実施しない場合の理由 
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市民参加手続実施予定シート 
 

 
市民参加推進本部コメント  

項 目 コメント 
実施方法、実施時期 
（方法、時期の適切さ） 

適切である。 

その他 特になし。 
 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 

【担当課・係名】 健康こども部保育課 学童・幼稚園係 

行政活動（計画の策定・変更、条例の制定・改廃、制度の導入・改廃等） 

名 称 
四街道市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を
改正する条例の制定 

概 要 

令和７年内閣府令第８０号により放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

（平成２６年厚生労働省令第６３号。以下「国基準」といいます。）が改正されたことに伴い、

四街道市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成２６

年条例第１７号)における同様の規定を整備するもの。 

市民参加手続の 
対象とする根拠 
（条例第6条） 

□ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

☑ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃）  

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

□ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

行政活動実施予定時期 
令和7年12月公布 

令和7年12月施行 
実施段階(PDCA) A 

P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階 
C：評価段階、A：見直し段階 

市民参加手続の対象であるが市民参加手続を実施しない場合 

実施しない根拠 
（条例第 6条第 2項） 

□ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

□ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

□ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

☑ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由 
本件行政活動は国基準の一部改正に伴うものであり、参酌した結果、同活動による改正箇
所は国基準に合わせるよう改めるものであることから、条例第６条第２項第６号に該当する
ため。（国基準に合わせるよう改めることから、第３号に準ずるもの） 

市民参加手続の実施（条例第 7条第 1項） 

市民参加手続名称 方法名・会議名 この方法を実施する目的 対象者（数） 実施予定時期 
意見提出手続 

（第 1 号） 
    

意見交換会手続 

（第 2 号） 
    

審議会等手続 

（第 3 号） 
    

市民会議手続 

（第 4 号） 
    

その他の方法 

（第 5 号） 
    

規定の市民参加手続を

実施しない場合の理由 
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市民参加手続実施予定シート 
 

 
市民参加推進本部コメント  

項 目 コメント 
実施方法、実施時期 
（方法、時期の適切さ） 

適切である。 

その他 特になし。 
 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 

【担当課・係名】 健康こども部保育課 学童・幼稚園係 

行政活動（計画の策定・変更、条例の制定・改廃、制度の導入・改廃等） 

名 称 
四街道市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正
する条例の制定 

概 要 

令和７年内閣府令第８０号により乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準（令和

７年内閣府令第１号。以下「国基準」という。）が改正されたことに伴い、四街道市乳児等通

園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７年条例第２０号）における

同様の規定を整備するもの。 

市民参加手続の 
対象とする根拠 
（条例第6条） 

□ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

☑ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃）  

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

□ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

行政活動実施予定時期 
令和7年12月公布 

令和7年12月施行 
実施段階(PDCA) A 

P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階 
C：評価段階、A：見直し段階 

市民参加手続の対象であるが市民参加手続を実施しない場合 

実施しない根拠 
（条例第 6条第 2項） 

□ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

☑ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

□ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

□ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由 
本件行政活動は国基準の一部改正に伴うものであり、国基準に従った結果、同活動による
改正箇所は国基準に合わせるよう改めるものであることから、条例第６条第２項第３号に該
当するため。 

市民参加手続の実施（条例第 7条第 1項） 

市民参加手続名称 方法名・会議名 この方法を実施する目的 対象者（数） 実施予定時期 

意見提出手続 

（第 1 号） 
    

意見交換会手続 

（第 2 号） 
    

審議会等手続 

（第 3 号） 
    

市民会議手続 

（第 4 号） 
    

その他の方法 

（第 5 号） 
    

規定の市民参加手続を

実施しない場合の理由 
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市民参加手続実施予定シート 

 
市民参加推進本部コメント  

項 目 コメント 
実施方法、実施時期 
（方法、時期の適切さ） 

適切である。 

その他 特になし。 
 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 

【担当課・係名】 地域共創部みんなで課 地域づくり係 

行政活動（計画の策定・変更、条例の制定・改廃、制度の導入・改廃等） 

名 称 第 4 次四街道市男女共同参画推進計画の中間年の見直し 

概 要 

令和4年度から令和13年度を計画期間とする第4次四街道市男女共同参画推進計画に係

る中間年の見直しにおいて、市民意識調査により男女共同参画に関する意識を把握し、計

画の見直し案を作成する。また、審議会において計画の見直し案について諮問答申を行

い、パブリックコメントを通じ計画の見直しを行う。 

市民参加手続の 
対象とする根拠 
（条例第6条） 

☑ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

□ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃）  

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

□ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

行政活動実施予定時期 R9年2月策定 実施段階(PDCA) A 
P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階 
C：評価段階、A：見直し段階 

市民参加手続の対象であるが市民参加手続を実施しない場合 

実施しない根拠 
（条例第 6条第 2項） 

□ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

□ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

□ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

□ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由  

市民参加手続の実施（条例第 7条第 1項） 

市民参加手続名称 方法名・会議名 この方法を実施する目的 対象者（数） 
実施予定 

時期 

意見提出手続 

（第 1 号） 

第 4次四街道市男女共
同参画推進計画（案）に
係るパブリックコメント 

計画の見直し案最終段階で
の市民意見の聴取のため。 

市民等 R9年1月 

意見交換会手続 

（第 2 号） 
    

審議会等手続 

（第 3 号） 

四街道市男女共同参画
審議会の開催 

第 4 次四街道市男女共同
参画推進計画の中間年の見
直しとして、計画における成
果指標等の審議をする。 

有識者、関係団体
の代表者、市民公
募委員3名 

R8年10月、11
月 

市民会議手続 

（第 4 号） 
    

その他の方法 

（第 5 号） 

四街道市男女共同参画
市民意識調査 

男女共同参画に係る市民の
意識等の把握をするため。 

市民 2,000 人 
（男女各1,000人） 

R8 年１月 

規定の市民参加手続を

実施しない場合の理由 
 



令和 7年度第 2回 資料№14 

市民参加手続実施予定シート 
 

 
市民参加推進本部コメント  

項 目 コメント 
実施方法、実施時期 
（方法、時期の適切さ） 

適切である。 

その他 特になし。 
 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 
 
 

【担当課・係名】 都市部都市計画課 都市計画係 

行政活動（計画の策定・変更、条例の制定・改廃、制度の導入・改廃等） 

名 称 四街道市高度地区指定基準の制定 

概 要 
今まで県が策定していた指定基準に準じて都市計画決定を行っていたが、手続きを適切

に進めるために、指定基準等を市が主体的に制定する。 

市民参加手続の 
対象とする根拠 
（条例第6条） 

□ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

□ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃）  

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

☑ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

行政活動実施予定時期 
R8年3月制定 

R8年4月施行 
実施段階(PDCA) P 

P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階 
C：評価段階、A：見直し段階 

市民参加手続の対象であるが市民参加手続を実施しない場合 

実施しない根拠 
（条例第 6条第 2項） 

□ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

□ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

□ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

□ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由 
 
 

市民参加手続の実施（条例第 7条第 1項） 

市民参加手続名称 方法名・会議名 この方法を実施する目的 対象者（数） 実施予定時期 

意見提出手続 

（第 1 号） 

四街道市高度地区指定
基準（案）に係るﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ
ｺﾒﾝﾄ 

（案）に対する市民意見を募
集するため 

市民等 R7年11月 

意見交換会手続 

（第 2 号） 
    

審議会等手続 

（第 3 号） 

四街道市都市計画審議
会 

（案）に対する諮問を行うた
め 

委員13名（うち公
募委員3名） 

R7 年 10 月～ 

R8 年 1 月 
市民会議手続 

（第 4 号） 
    

その他の方法 

（第 5 号） 
    

規定の市民参加手続を

実施しない場合の理由 
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市民参加手続実施予定シート 
 

 
市民参加推進本部コメント  

項 目 コメント 
実施方法、実施時期 
（方法、時期の適切さ） 

適切である。 

その他 特になし。 
 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 
 
 

【担当課・係名】 都市部都市計画課 都市計画係 

行政活動（計画の策定・変更、条例の制定・改廃、制度の導入・改廃等） 

名 称 市街化調整区域における土地利用方針及び地区計画のガイドラインの策定 

概 要 

市街化調整区域について、都市的土地利用が図れる土地については第6次産業の活用や

工業、物流施設等の産業立地を検討できるようにするため、土地利用方針及び地区計画

のガイドラインを策定する。 

市民参加手続の 
対象とする根拠 
（条例第6条） 

□ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

□ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃）  

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

□ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

☑ 第4項    （上記以外の行政活動） 

行政活動実施予定時期 
R9年3月策定 

R9年4月施行 
実施段階(PDCA) P 

P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階 
C：評価段階、A：見直し段階 

市民参加手続の対象であるが市民参加手続を実施しない場合 

実施しない根拠 
（条例第 6条第 2項） 

□ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

□ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

□ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

□ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由  

市民参加手続の実施（条例第 7条第 1項） 

市民参加手続名称 方法名・会議名 この方法を実施する目的 対象者（数） 実施予定時期 

意見提出手続 

（第 1 号） 

市街化調整区域におけ
る土地利用方針及び地
区計画のガイドライン
（案）に係るパブリックコメ
ント 

（案）に対する市民意見を募
集するため 

市民等 R8年12月 

意見交換会手続 

（第 2 号） 
    

審議会等手続 

（第 3 号） 

四街道市都市計画審議
会 

（案）に対する諮問を行うた
め 

委員13名（うち公
募委員3名） 

R7 年 10 月～ 

R9 年 2 月 

市民会議手続 

（第 4 号） 
    

その他の方法 

（第 5 号） 
住民説明会 

（骨子案）を周知するとともに
意見を募集するため 

市民等 R8 年 7 月 

規定の市民参加手続を

実施しない場合の理由 
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市民参加手続実施予定シート 
 

 
市民参加推進本部コメント  

項 目 コメント 
実施方法、実施時期 
（方法、時期の適切さ） 

適切である。 

その他 特になし。 
 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 
 

 

【担当課・係名】 危機管理室 危機管理係 

行政活動（計画の策定・変更、条例の制定・改廃、制度の導入・改廃等） 

名 称 四街道市国土強靭化地域計画の修正 

概 要 四街道市国土強靭化地域計画の一部について、実施段階に合わせた修正を行うもの。 

市民参加手続の 
対象とする根拠 
（条例第6条） 

☑ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

□ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃）  

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

□ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

行政活動実施予定時期 
令和8年3月修正 

令和8年3月施行 
実施段階(PDCA) A 

P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階 
C：評価段階、A：見直し段階 

市民参加手続の対象であるが市民参加手続を実施しない場合 

実施しない根拠 
（条例第 6条第 2項） 

☑ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

□ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

□ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

□ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由 

当該修正は、計画実施過程において、国土強靭化に向けた対応方策を具現化するものとして
別記に掲げた「リスクシナリオごとの主な事業」の概要等について修正するものであり、計画の主
たる部分である施策の方向性について変更等を行おうとするものではないことから、条例第６条
第２項第１号に該当するため。 

市民参加手続の実施（条例第 7条第 1項） 

市民参加手続名称 方法名・会議名 この方法を実施する目的 対象者（数） 実施予定時期 

意見提出手続 

（第 1 号） 
    

意見交換会手続 

（第 2 号） 
    

審議会等手続 

（第 3 号） 
    

市民会議手続 

（第 4 号） 
    

その他の方法 

（第 5 号） 
    

規定の市民参加手続を

実施しない場合の理由 
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市民参加手続実施予定シート 
 

 
市民参加推進本部コメント  

項 目 コメント 
実施方法、実施時期 
（方法、時期の適切さ） 

適切である。 

その他 特になし。 
 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 
 

 

【担当課・係名】 危機管理室 危機管理係 

行政活動（計画の策定・変更、条例の制定・改廃、制度の導入・改廃等） 

名 称 四街道市地域防災計画の修正 

概 要 四街道市地域防災計画の一部について所要の修正を行うもの。 

市民参加手続の 
対象とする根拠 
（条例第6条） 

☑ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

□ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃）  

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

□ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

行政活動実施予定時期 
R8年3月修正 

R8年3月施行 
実施段階(PDCA) A 

P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階 
C：評価段階、A：見直し段階 

市民参加手続の対象であるが市民参加手続を実施しない場合 

実施しない根拠 
（条例第 6条第 2項） 

☑ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

□ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

□ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

□ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由 
国・県の計画修正と整合を図る必要がある点等、所要の軽易な修正を行うものであり、条例
第６条第２項第１号に該当するため。 

市民参加手続の実施（条例第 7条第 1項） 

市民参加手続名称 方法名・会議名 この方法を実施する目的 対象者（数） 実施予定時期 

意見提出手続 

（第 1 号） 
    

意見交換会手続 

（第 2 号） 
    

審議会等手続 

（第 3 号） 
    

市民会議手続 

（第 4 号） 
    

その他の方法 

（第 5 号） 
    

規定の市民参加手続を

実施しない場合の理由 
 



令和 7年度第 2回 資料№18 

市民参加手続実施予定シート 
 

 
市民参加推進本部コメント  

項 目 コメント 
実施方法、実施時期 
（方法、時期の適切さ） 

適切である。 

その他 特になし。 
 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 
 

【担当課・係名】 健康こども部子育て支援課 子育て支援係 

行政活動（計画の策定・変更、条例の制定・改廃、制度の導入・改廃等） 

名 称 四街道市こども計画の一部変更 

概 要 

「乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）」が、児童福祉法及び子ども・子育て支援
法に規定され、令和８年度から新たな給付として全国の自治体において開始されること、ま
た、「満三歳以上限定小規模保育事業」が児童福祉法に基づき創設されたことに伴い、こ
れらの事業に係る内容は、計画への必須記載事項となったことから、本市における対応を
計画に加えるもの 

市民参加手続の 
対象とする根拠 
（条例第6条） 

☑ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

□ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃）  

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

□ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

行政活動実施予定時期 
Ｒ８年３月公布 

Ｒ８年３月施行 
実施段階(PDCA) Ａ 

P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階 
C：評価段階、A：見直し段階 

市民参加手続の対象であるが市民参加手続を実施しない場合 

実施しない根拠 
（条例第 6条第 2項） 

□ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

□ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

□ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

□ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由 
 
 

市民参加手続の実施（条例第 7条第 1項） 

市民参加手続名称 方法名・会議名 この方法を実施する目的 対象者（数） 実施予定時期 

意見提出手続 

（第 1 号） 

四街道市こども計画の一
部変更に係るパブリック
コメント 

計画の変更段階での市民意
見の聴取のため 

市民等 
令和７年12月 
～令和８年１月 

意見交換会手続 

（第 2 号） 
    

審議会等手続 

（第 3 号） 

四街道市子ども・子育て
会議 

計画の変更に関する意見を
聴取するため 

委員数１５人 
(うち公募委員３人) 

令和７年11月 

市民会議手続 

（第 4 号） 
    

その他の方法 

（第 5 号） 
    

規定の市民参加手続を

実施しない場合の理由 
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市民参加手続実施予定シート 
 

 
市民参加推進本部コメント  

項 目 コメント 
実施方法、実施時期 
（方法、時期の適切さ） 

適切である。 

その他 特になし。 
 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 

【担当課・係名】 都市部建築課 審査指導係 

行政活動（計画の策定・変更、条例の制定・改廃、制度の導入・改廃等） 

名 称 四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定 

概 要 建築基準法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

市民参加手続の 
対象とする根拠 
（条例第6条） 

□ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

☑ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃）  

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

□ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

行政活動実施予定時期 
R8年 3月公布 

R8年 4月施行 
実施段階(PDCA) Ａ 

P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階 
C：評価段階、A：見直し段階 

市民参加手続の対象であるが市民参加手続を実施しない場合 

実施しない根拠 
（条例第 6条第 2項） 

☑ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

□ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

□ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

□ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由 
令和７年１１月施行の建築基準法施行令の一部改正に伴い、項ずれの修正を行うも
ので、第１号に該当するため。 

市民参加手続の実施（条例第 7条第 1項） 

市民参加手続名称 方法名・会議名 この方法を実施する目的 対象者（数） 実施予定時期 

意見提出手続 

（第 1 号） 
    

意見交換会手続 

（第 2 号） 
    

審議会等手続 

（第 3 号） 
    

市民会議手続 

（第 4 号） 
    

その他の方法 

（第 5 号） 
    

規定の市民参加手続を

実施しない場合の理由 
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市民参加手続実施予定シート 
 

 
市民参加推進本部コメント  

項 目 コメント 
実施方法、実施時期 
（方法、時期の適切さ） 

適切である。 

その他 特になし。 
 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 

【担当課・係名】 福祉サービス部高齢者支援課 賦課給付係 

行政活動（計画の策定・変更、条例の制定・改廃、制度の導入・改廃等） 

名 称 四街道市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画第10期計画の策定 

概 要 
老人福祉法及び介護保険法に基づき、高齢者の保健・福祉全般や介護保険サービス

等の施策の方向性について定めるもの。（計画期間：令和９年度から令和11年度） 

市民参加手続の 
対象とする根拠 
（条例第6条） 

 ☑ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

□ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃）  

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

□ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

行政活動実施予定時期 
Ｒ9年3月策定 

Ｒ9年4月施行 
実施段階(PDCA) Ａ 

P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階 
C：評価段階、A：見直し段階 

市民参加手続の対象であるが市民参加手続を実施しない場合 

実施しない根拠 
（条例第 6条第 2項） 

□ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

□ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

□ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

□ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由 
 
 

市民参加手続の実施（条例第 7条第 1項） 

市民参加手続名称 方法名・会議名 この方法を実施する目的 対象者（数） 実施予定時期 

意見提出手続 

（第 1 号） 
パブリックコメント 市民の意見を聴取するため 市民等 令和９年２月 

意見交換会手続 

（第 2 号） 
    

審議会等手続 

（第 3 号） 
保健福祉審議会 

計画等策定に関する一連の審

議により意見を聴取するため 

委員数15人 

(うち公募委員３人) 

令和８年５月 

～令和９年１月 

市民会議手続 

（第 4 号） 
    

その他の方法 

（第 5 号） 
市民アンケート 市民の意見を聴取するため 

市内在住の要支

援・要介護認定者 

1,600 名 

令和８年５月 

～令和８年６月 

その他の方法 

（第 5 号） 
介護団体・事業者意見聴取 

市民・介護事業者の意見を聴

取するため 
介護団体・事業者 

８年２月 

～令和８年７月 

規定の市民参加手続を

実施しない場合の理由 
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市民参加手続実施予定シート 
 

 
市民参加推進本部コメント  

項 目 コメント 
実施方法、実施時期 
（方法、時期の適切さ） 

適切である。 

その他 特になし。 
 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 
 

【担当課・係名】 上下水道部経営業務課 財務経営係 

行政活動（計画の策定・変更、条例の制定・改廃、制度の導入・改廃等） 

名 称 四街道市下水道条例の一部を改正する条例の制定 

概 要 

諸物価の上昇や流域下水道の単価改定等により損益が赤字となる厳しい経営状況の

中で、市民生活を支える下水道事業の健全な経営を持続していくため、令和９年４

月１日より下水道使用料の改定を行うもの。 

市民参加手続の 
対象とする根拠 
（条例第6条） 

□ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

☑ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃）  

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

□ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

行政活動実施予定時期 
Ｒ８年９月公布 

Ｒ９年４月施行 
実施段階(PDCA) Ａ 

P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階 
C：評価段階、A：見直し段階 

市民参加手続の対象であるが市民参加手続を実施しない場合 

実施しない根拠 
（条例第 6条第 2項） 

□ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

□ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

☑ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

□ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由 
下水道事業の健全な経営を持続するため、令和９年４月１日より下水道使用料の改定を
行うもので、その他金銭の徴収に関するものである第２項第５号に該当するため。 

市民参加手続の実施（条例第 7条第 1項） 

市民参加手続名称 方法名・会議名 この方法を実施する目的 対象者（数） 実施予定時期 

意見提出手続 

（第 1 号） 
    

意見交換会手続 

（第 2 号） 
    

審議会等手続 

（第 3 号） 
    

市民会議手続 

（第 4 号） 
    

その他の方法 

（第 5 号） 
    

規定の市民参加手続を

実施しない場合の理由 
 



令和 7年度第 2回 資料№22 

市民参加手続実施予定シート 
 

 
市民参加推進本部コメント  

項 目 コメント 
実施方法、実施時期 
（方法、時期の適切さ） 

適切である。 

その他 特になし。 
 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 

【担当課・係名】 消防本部予防課 予防係 

行政活動（計画の策定・変更、条例の制定・改廃、制度の導入・改廃等） 

名 称 四街道市火災予防条例の一部を改正する条例の制定 

概 要 

現行のサウナ設備の基準は、浴場等の建物内に設置することを想定しているため、屋外

等のテント等に設置される消費熱量が小さいサウナ設備（簡易サウナ設備）に適用され

る基準を定める必要があることから、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象

火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令及び対象火気設備

等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準について、所要の改正を行うもの。 

市民参加手続の 
対象とする根拠 
（条例第6条） 

□ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

☑ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃）  

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

□ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

行政活動実施予定時期 
令和８年３月公布 

令和８年３月施行 
実施段階(PDCA) Ａ 

P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階 
C：評価段階、A：見直し段階 

市民参加手続の対象であるが市民参加手続を実施しない場合 

実施しない根拠 
（条例第 6条第 2項） 

□ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

☑ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

□ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

□ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由 

対象火気設備等の種類及びその内容については、政令において総務省令で定めるも
のとされていること、同省令で定める条例制定基準については、消防法において市
町村が従うべきとされている政令で定める基準の内、政令の委任を受けて定められ
ているものであることから、第２項第３号に該当するため。 

市民参加手続の実施（条例第 7条第 1項） 

市民参加手続名称 方法名・会議名 この方法を実施する目的 対象者（数） 実施予定時期 

意見提出手続 

（第 1 号） 
    

意見交換会手続 

（第 2 号） 
    

審議会等手続 

（第 3 号） 
    

市民会議手続 

（第 4 号） 
    

その他の方法 

（第 5 号） 
    

規定の市民参加手続を

実施しない場合の理由 
 



令和 7年度第 2回 資料№23 

市民参加手続実施予定シート 
 

 
市民参加推進本部コメント  

項 目 コメント 
実施方法、実施時期 
（方法、時期の適切さ） 

適切である。 

その他 特になし。 
 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 
 

【担当課・係名】 健康こども部保育課 保育係 

行政活動（計画の策定・変更、条例の制定・改廃、制度の導入・改廃等） 

名 称 
四街道市特定乳児等通園支援事業の利用者負担に関する条例及び四街道市特定乳児
等通園支援事業の利用者負担に関する規則の制定 

概 要 

令和８年度から子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）に基づき、全国の自治

体において新たに、乳児等のための支援給付が実施されることに伴い、特定乳児等通

園支援事業を利用する、乳児等支援給付認定保護者が負担する費用等について、必

要な事項を定めるもの。 

市民参加手続の 
対象とする根拠 
（条例第6条） 

□ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

□ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃）  

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

☑ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

行政活動実施予定時期 
令和８年３月公布 

令和８年４月施行 
実施段階(PDCA) Ｐ 

P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階 
C：評価段階、A：見直し段階 

市民参加手続の対象であるが市民参加手続を実施しない場合 

実施しない根拠 
（条例第 6条第 2項） 

□ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

☑ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

□ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

□ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由 
利用者負担及び減免については、内閣府令で定める公定価格等に基づき規定するもので
あることから、第２項第３号に該当するため。 

市民参加手続の実施（条例第 7条第 1項） 

市民参加手続名称 方法名・会議名 この方法を実施する目的 対象者（数） 実施予定時期 

意見提出手続 

（第 1 号） 
    

意見交換会手続 

（第 2 号） 
    

審議会等手続 

（第 3 号） 
    

市民会議手続 

（第 4 号） 
    

その他の方法 

（第 5 号） 
    

規定の市民参加手続を

実施しない場合の理由 
 



令和 7年度第 2回 資料№24 

市民参加手続実施予定シート 
 

 
市民参加推進本部コメント  

項 目 コメント 
実施方法、実施時期 
（方法、時期の適切さ） 

適切である。 

その他 特になし。 
 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 
 

【担当課・係名】 健康こども部保育課 学童・幼稚園係 

行政活動（計画の策定・変更、条例の制定・改廃、制度の導入・改廃等） 

名 称 四街道市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定 

概 要 

令和８年度から全国の市町村において、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65

号。以下「法」という。）に基づく乳児等のための支援給付を実施することに伴い、

当該給付に係る特定乳児等通園支援事業の運営について、法第54条の３において準

用する同法第46条第３項の規定により条例で基準を定めるもの。 

市民参加手続の 
対象とする根拠 
（条例第6条） 

□ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

☑ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃）  

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

□ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

行政活動実施予定時期 
令和８年３月公布 

令和８年４月施行 
実施段階(PDCA) Ｐ 

P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階 
C：評価段階、A：見直し段階 

市民参加手続の対象であるが市民参加手続を実施しない場合 

実施しない根拠 
（条例第 6条第 2項） 

□ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

☑ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

□ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

☑ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由 

法第54条の３において準用する同法第46条第３項の規定により、特定乳児等通園支援事
業の運営に関する基準（令和７年内閣府令第95号。以下「国基準」という。）に従い、
又は参酌した結果、本件行政活動により制定する条例の内容はすべて国基準と同一であ
ることから、第６条第２項第３号及び第６号に該当するため。（第６号については、参
酌すべき基準部分も国基準に則っていることから、第３号に準ずるもの） 

市民参加手続の実施（条例第 7条第 1項） 

市民参加手続名称 方法名・会議名 この方法を実施する目的 対象者（数） 実施予定時期 
意見提出手続 

（第 1 号） 
    

意見交換会手続 

（第 2 号） 
    

審議会等手続 

（第 3 号） 
    

市民会議手続 

（第 4 号） 
    

その他の方法 

（第 5 号） 
    

規定の市民参加手続を

実施しない場合の理由 
 



令和 7年度第 2回 資料№25 

市民参加手続実施予定シート 

 
市民参加推進本部コメント  

項 目 コメント 

実施方法、実施時期 

（方法、時期の適切さ） 
適切である。 

その他 特になし。 
 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 
 

【担当課・係名】 健康こども部保育課 学童・幼稚園係 

行政活動（計画の策定・変更、条例の制定・改廃、制度の導入・改廃等） 

名 称 
四街道市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例及び四街道市立

保育所における乳児等通園支援事業の実施に関する規則の制定 

概 要 

①四街道市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

令和８年４月１日から実施する乳児等通園支援事業の費用の受領についての規定及びそ

の他所要の規定を整備するもの。 

②四街道市立保育所における乳児等通園支援事業の実施に関する規則 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第34条の15第１項の規定に基づき、四街道市立保

育所において乳児等通園支援事業を実施するために必要な事項を定めるもの。 

市民参加手続の 
対象とする根拠 
（条例第6条） 

□ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

□ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃）  

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

☑ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

□ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

行政活動実施予定時期 
令和８年３月公布 

令和８年４月施行 
実施段階(PDCA) 

①A 

②P 

P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段
階C：評価段階、A：見直し段階 

市民参加手続の対象であるが市民参加手続を実施しない場合 

実施しない根拠 
（条例第 6条第 2項） 

□ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

☑ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

☑ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

□ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由 

①四街道市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 
本件行政活動は、四街道市立保育所における乳児等通園支援事業の実施に係る利用

料等に関する規定を定めるものであり、その他金銭の徴収に関するものであることから、第
６条第２項第５号に該当するため。 
②四街道市立保育所における乳児等通園支援事業の実施に関する規則 
本件行政活動は、四街道市立保育所における乳児等通園支援事業の実施に係る利用

料等に関する規定を定めるものであり、国が定める法令や公定価格等の内容に基づき給
付対象となる標準を上限としていること及びその他金銭の徴収に関するものであることか
ら、第６条第２項第３号及び第５号に該当するため。 

市民参加手続の実施（条例第 7条第 1項） 

市民参加手続名称 方法名・会議名 この方法を実施する目的 対象者（数） 実施予定時期 

意見提出手続（第1号）     

意見交換会手続 

（第 2 号） 
    

審議会等手続（第3号）     

市民会議手続（第4号）     

その他の方法（第 5 号）     
規定の市民参加手続を

実施しない場合の理由 
 



令和 7年度第 2回 資料№26 

市民参加手続実施予定シート 
 

 
市民参加推進本部コメント  

項 目 コメント 
実施方法、実施時期 
（方法、時期の適切さ） 

適切である。 

その他 特になし。 
 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 

【担当課・係名】 健康こども部国保年金課 資格保険税係 

行政活動（計画の策定・変更、条例の制定・改廃、制度の導入・改廃等） 

名 称 四街道市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定 

概 要 
子ども・子育て支援法等の一部改正、地方税施行令の一部改正及び国民健康保険事

業の健全な運営を図るため所要の規定の整備を行うものです。 

市民参加手続の 
対象とする根拠 
（条例第6条） 

□ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

☑ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃）  

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

□ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

行政活動実施予定時期 
Ｒ８年３月公布 

Ｒ８年４月施行 
実施段階(PDCA) Ａ 

P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階 
C：評価段階、A：見直し段階 

市民参加手続の対象であるが市民参加手続を実施しない場合 

実施しない根拠 
（条例第 6条第 2項） 

□ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

□ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

☑ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

□ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由 
国民健康保険税の子ども・子育て支援納付金課税額の追加、賦課限度額及び税率を
改定するもので、市税の賦課に関するものであることから第２項第５号に該当する
ため。 

市民参加手続の実施（条例第 7条第 1項） 

市民参加手続名称 方法名・会議名 この方法を実施する目的 対象者（数） 実施予定時期 

意見提出手続 

（第 1 号） 
    

意見交換会手続 

（第 2 号） 
    

審議会等手続 

（第 3 号） 
    

市民会議手続 

（第 4 号） 
    

その他の方法 

（第 5 号） 
    

規定の市民参加手続を

実施しない場合の理由 
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市民参加手続実施予定シート 
 

 
市民参加推進本部コメント  

項 目 コメント 
実施方法、実施時期 
（方法、時期の適切さ） 

適切である。 

その他 特になし。 
 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 
 

【担当課・係名】 総務部総務課 文書法務係 

行政活動（計画の策定・変更、条例の制定・改廃、制度の導入・改廃等） 

名 称 四街道市行政手続条例の一部を改正する条例の制定 

概 要 
行政手続法の一部改正に伴い、聴聞及び弁明の機会の付与の通知に係る公示送達をデ

ジタル化するとされたことにより所要の規定の整備を行うもの。 

市民参加手続の 
対象とする根拠 
（条例第6条） 

□ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

☑ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

□ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃）  

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

□ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

行政活動実施予定時期 
Ｒ８年３月公布 

Ｒ８年５月施行 
実施段階(PDCA) Ａ 

P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階 
C：評価段階、A：見直し段階 

市民参加手続の対象であるが市民参加手続を実施しない場合 

実施しない根拠 
（条例第 6条第 2項） 

□ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

☑ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

□ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

□ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由 
本件行政活動は行政手続法（平成５年法律第88号）の一部改正に伴うものであり、同活動
による改正箇所は同法に合わせるよう改めるものであることから、第６条第２項第３号に該当
するため。 

市民参加手続の実施（条例第 7条第 1項） 

市民参加手続名称 方法名・会議名 この方法を実施する目的 対象者（数） 実施予定時期 

意見提出手続 

（第 1 号） 
    

意見交換会手続 

（第 2 号） 
    

審議会等手続 

（第 3 号） 
    

市民会議手続 

（第 4 号） 
    

その他の方法 

（第 5 号） 
    

規定の市民参加手続を

実施しない場合の理由 
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市民参加手続実施予定シート 
 

 
市民参加推進本部コメント  

項 目 コメント 
実施方法、実施時期 
（方法、時期の適切さ） 

適切である。 

その他 特になし。 
 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 
 
 

【担当課・係名】 福祉サービス部 高齢者支援課 賦課給付係 

行政活動（計画の策定・変更、条例の制定・改廃、制度の導入・改廃等） 

名 称 四街道市介護保険条例の一部を改正する条例の制定 

概 要 

給与所得控除について最低保障額を55万円から65万円に10万円引き上げる見直しにより

介護保険料の収入不足が生じることを防ぐために行われた介護保険法施行令の改正に伴

い、四街道市介護保険条例の一部を改正するもの 

市民参加手続の 
対象とする根拠 
（条例第6条） 

□ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

☑ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃）  

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

□ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

行政活動実施予定時期 Ｒ８年４月施行 実施段階(PDCA) A 
P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階 
C：評価段階、A：見直し段階 

市民参加手続の対象であるが市民参加手続を実施しない場合 

実施しない根拠 
（条例第 6条第 2項） 

□ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

□ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

☑ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

□ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由 介護保険料の賦課徴収に関するものであるため第５号適用 

市民参加手続の実施（条例第 7条第 1項） 

市民参加手続名称 方法名・会議名 この方法を実施する目的 対象者（数） 実施予定時期 

意見提出手続 

（第 1 号） 
    

意見交換会手続 

（第 2 号） 
    

審議会等手続 

（第 3 号） 
    

市民会議手続 

（第 4 号） 
    

その他の方法 

（第 5 号） 
    

規定の市民参加手続を

実施しない場合の理由 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

議題（４） 

令和８年度 

   市民参加手続の実施予定の評価 
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市民参加手続実施予定シート 
 

 
市民参加推進本部コメント  

項 目 コメント 
実施方法、実施時期 
（方法、時期の適切さ） 

適切である。 

その他 特になし。 
 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 
 

【担当課・係名】 都市部土木課 工事・管理係 

行政活動（計画の策定・変更、条例の制定・改廃、制度の導入・改廃等） 

名 称 四街道駅北口第 1自転車駐車場他整備計画について 

概 要 

 四街道駅北口第１自転車駐車場は老朽化に伴い今後、北口第１自転車駐車場等を再
整備するにあたり、事業費がおおむね５億円以上となることから意見募集を行うと

ともに都市施設として北口第１自転車駐車場については都市計画決定されているこ

とから都市計画変更手続きを行う 

市民参加手続の 
対象とする根拠 
（条例第6条） 

□ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

□ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃）  

☑ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

□ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

行政活動実施予定時期 
Ｒ１１年１０月 

工事着手予定 
実施段階(PDCA) Ｐ 

P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階 
C：評価段階、A：見直し段階 

市民参加手続の対象であるが市民参加手続を実施しない場合 

実施しない根拠 
（条例第 6条第 2項） 

□ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

□ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

□ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

□ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由 
 
 

市民参加手続の実施（条例第 7条第 1項） 

市民参加手続名称 方法名・会議名 この方法を実施する目的 対象者（数） 実施予定時期 

意見提出手続 

（第 1 号） 
パブリックコメント 市民の意見を聴取するため 市民等 Ｒ８年９月予定 

意見交換会手続 

（第 2 号） 
    

審議会等手続 

（第 3 号） 
都市計画審議会 

計画策定に関する一連の
審議により意見を聴取し
計画を決定するため 

委員数13人 
（うち公募委員３人） 

Ｒ９年２月予定 

市民会議手続 

（第 4 号） 
    

その他の方法 

（第 5 号） 
    

規定の市民参加手続を

実施しない場合の理由 
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市民参加手続実施予定シート 
 

 
市民参加推進本部コメント  

項 目 コメント 
実施方法、実施時期 
（方法、時期の適切さ） 

適切である。 

その他 特になし。 
 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 
 

【担当課・係名】 健康こども部保育課 保育係 

行政活動（計画の策定・変更、条例の制定・改廃、制度の導入・改廃等） 

名 称 
四街道市保育所等における保育に関する規則の一部を改正する規則及び四街道市保
育所等における保育の利用の調整に関する事務取扱要領の一部を改正する告示の制
定 

概 要 

共働き世帯が増加し、働き方やライフスタイルの変化に伴い、利用希望市民のニー

ズも多様化していることから、保育所等の申込状況を踏まえた、より適切な利用調

整を実施するために改正するもの。 

市民参加手続の 
対象とする根拠 
（条例第6条） 

□ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

□ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃）  

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

☑ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

行政活動実施予定時期 
令和８年９月公布 

令和８年１０月施行 
実施段階(PDCA) Ａ 

P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階 
C：評価段階、A：見直し段階 

市民参加手続の対象であるが市民参加手続を実施しない場合 

実施しない根拠 
（条例第 6条第 2項） 

□ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

□ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

□ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

□ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由 
 
 

市民参加手続の実施（条例第 7条第 1項） 

市民参加手続名称 方法名・会議名 この方法を実施する目的 対象者（数） 実施予定時期 

意見提出手続 

（第 1 号） 

四街道市保育所等にお
ける保育に関する規則
等の改正に係るパブリ
ックコメント 

保育所等利用調整基準、
優先事由及び調整事由の
見直しに伴う市民意見の
聴取のため 

市民等 令和８年４月 

意見交換会手続 

（第 2 号） 
    

審議会等手続 

（第 3 号） 
    

市民会議手続 

（第 4 号） 
    

その他の方法 

（第 5 号） 
    

規定の市民参加手続を

実施しない場合の理由 
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市民参加手続実施予定シート 
 

 
市民参加推進本部コメント  

項 目 コメント 
実施方法、実施時期 
（方法、時期の適切さ） 

適切である。 

その他 特になし。 
 

市民参加推進評価委員会コメント 

 

 
 

【担当課・係名】 福祉サービス部 障がい者支援課 支援係 

行政活動（計画の策定・変更、条例の制定・改廃、制度の導入・改廃等） 

名 称 四街道市障害者日常生活用具給付等規則の一部を改正する規則の制定 

概 要 
身体に障がいのある方や難病患者等の日常生活をより快適にするため、日常生活用
具を給付しています。今回、近隣市の制度を比較調査し、現状に合わせた用具の見
直しや追加を行うとともに、こどもの所得制限の撤廃、規則全体の整理を行います。 

市民参加手続の 
対象とする根拠 
（条例第6条） 

□ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

□ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃）  

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・変更） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

☑ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

行政活動実施予定時期 
Ｒ８年４月意見提出手続 

Ｒ８年７月施行 
実施段階(PDCA) Ａ 

P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階 
C：評価段階、A：見直し段階 

市民参加手続の対象であるが市民参加手続を実施しない場合 

実施しない根拠 
（条例第 6条第 2項） 

□ 第1号（軽易なもの） 

□ 第2号（緊急に行わなければならないもの） 

□ 第3号（法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの） 

□ 第4号（市の機関内部の事務処理に関するもの） 

□ 第5号（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの） 

□ 第6号（その他前各号に準ずるもの） 

詳しい理由 
 
 

市民参加手続の実施（条例第 7条第 1項） 

市民参加手続名称 方法名・会議名 この方法を実施する目的 対象者（数） 実施予定時期 

意見提出手続 

（第 1 号） 

四街道市障害者日常生
活用具給付等規則の一
部を改正する規則（案）
に係るパブリックコメント 

四街道市障害者日常生活
用具給付等規則の一部を改
正する規則での市民意見の
聴取のため 

市民等 Ｒ８年４月～５月 

意見交換会手続 

（第 2 号） 
    

審議会等手続 

（第 3 号） 
    

市民会議手続 

（第 4 号） 
    

その他の方法 

（第 5 号） 
    

規定の市民参加手続を

実施しない場合の理由 
 



（５）その他 

より良い市民参加手続きに向けた取り組み（案）について 

 

令和６年度第２回市民参加推進評価委員会において、現状の市民参加手続きに関連し、

「意見提出手続き」に加えて実施している手続きについて、「審議会等手続き」や「市民

会議手続き」に限定しない方向性を検討している旨を説明し、情報交換を行いました。

【委員会における各委員の意見】 

・ＳＮＳを活用し、市民参加手続きについて、広く周知できるといい。 

・アンケートの設問はシンプルなものがいい。 

・行政活動にどのように反映されたか、わかりやすく可視化し、広く周知するといい。 

 

１ 市民参加制度の周知と改善に向けた方向性 

これまでも市の広報紙やホームページなどを活用し、市民への情報提供に努めてきまし

た。しかし、令和６年度第２回市民参加推進評価委員会における各委員からの意見等を踏ま

え、市民に市民参加制度を広く知ってもらい、参加のきっかけを作ることが重要と考えまし

た。そこで、ＳＮＳなどを活用した効果的な情報発信を強化するとともに、市民がより参加

しやすくなるよう、市民参加手続きについて必要な改善を図ります。 

 

２ ＳＮＳを活用した情報発信の強化 

① 市民参加の機会に関する情報発信 

行政活動の目的を踏まえ、対象とするターゲット層を的確に把握し、概要版やイラスト

など、わかりやすく興味を引く資料を作成して効果的な情報発信を行います。その際、こ

れまでの広報紙やホームページ、市内施設への資料配架での情報提供に加え、市が設置す

る登録制メール「メール配信サービス（審議会等会議開催メール）」を新たな情報発信の

手段として活用します。さらに、広報紙の紙面の制約を考慮し、広報紙にＱＲコードを掲

載することでホームページへ誘導し、補足情報を提供します。 

② 市民意見の反映状況に関する情報発信 

収集した意見が行政活動にどのように反映されているかを可視化することで、市民参

加の透明性を向上させ、市民の参加意欲を促します。そのため、ホームページへの掲載に

加え、メール配信サービスや広報誌にＱＲコードを活用し、情報発信を拡充するとともに、

広報誌で伝えきれない内容をホームページで補足します。 

③ 市民参加制度に関する周知・啓発 

市民参加への理解を促進するため、①および②の情報発信を通じて、市民参加の意義

などを伝えます。 

 

３ 周知・公表方法の統一様式の見直し 

現在使用している市民意見手続き（パブリックコメント）の実施結果では、市民意見の反

映状況について数値化し、市の考え方や反映状況を公表しています。加えて、どの世代がど

のような内容に興味・関心を持っているかを数値化し、市民が市民参加への関心を持てるよ

う見直します。 



４ 市民参加手続きのオンライン化による効率化 

現在、パブリックコメントにおける意見の提出方法は、書面（直接提出・郵送）、電子メ

ール、ＦＡＸの３種類ですが、新たなチャンネルとしてオンライン申請システム「ＬＯＧＯ

フォーム」を導入します。これにより、必要な記載事項を様式化でき、手続きが簡素化され

るとともに、氏名などの記載漏れを防ぐことが可能になります。さらに、各行政活動の意見

の提出方法を統一することで、市民参加手続きの傾向（年齢、性別、関心のある行政活動な

ど）を統計的に集計できるようになります。この集計データを活用することで、今後の行政

活動や市民参加手続きの運用をより効果的に進めることを考えています。 

 

５ 市民参加手続きの運用の適正化 

① 職員向けマニュアルの見直し 

これまでの市民参加手続きの事例や判断基準を追加するとともに、市民参加手続きの

際の注意点をまとめたチェックリストを作成するなど、必要な見直しを行います。 

② 第三者機関による継続的な評価 

市の機関が実施する市民参加手続きについて、有識者や公募による市民で構成された

審議会等によりＰＤＣＡサイクルを評価し、適正であるかを継続的にチェックします。 

 

以上 


